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平成１８年（ワ）第２２１８号 土地明渡請求事件 

令和７年３月２４日 千葉地方裁判所民事第２部判決 

口頭弁論終結日 令和６年９月３０日 

 

主          文 

 １ 被告は、原告に対し、別紙１物件目録記載１の土地の別紙２図面イ、ロ、ハ、

ニ、ホ、ヘ及びイの各点を順次結ぶ直線で囲まれた部分を明け渡せ。 

 ２ 被告は、原告に対し、別紙１物件目録記載３の工作物を収去して、同目録記5 

載２の土地の別紙２図面ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ及びニ

の各点を順次結ぶ直線で囲まれた部分を明け渡せ。 

３ 訴訟費用は被告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 当事者の求めた裁判 10 

１ 請求の趣旨 

 （１）主文と同旨 

 （２）仮執行宣言 

 ２ 本案前の答弁 

   本件訴えを却下する。 15 

 ３ 本案についての答弁 

   原告の請求をいずれも棄却する。 

第２ 事案の概要 

１ 事案の要旨 

本件は、原告が、被告に対し、①別紙１物件目録記載１の土地（Ｍ４０番の20 

土地）の所有権に基づき、同土地のうち別紙２図面イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ及

びイの各点を順次結ぶ直線で囲まれた部分（甲土地）の明渡しを求めるととも

に、②別紙１物件目録記載２の土地（Ｍ４１番１の土地）の所有権に基づき、
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同目録記載３の工作物（本件工作物）を収去して、同土地のうち別紙２図面ニ、

ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ及びニの各点を順次結ぶ直線で囲ま

れた部分（乙土地）を明け渡すことを求める事案である。 

 ２ 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨に

  より容易に認められる事実） 5 

（１）当事者等 

ア 原告は、成田空港の設置及び運営を効率的に行うこと等により、航空輸

送の利用者の利便の向上を図り、もって航空の総合的な発達に資するとと

もに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化に寄与することを目的と

し（成田国際空港株式会社法１条。なお、本判決で摘示する関係法令は、10 

特に断りのない限り、いずれも当時のものである。）、平成１６年４月１

日に設立された株式会社であり、これと同時に解散した新東京国際空港公

団（空港公団）の一切の権利及び義務を承継した（同法制定附則１２条１

項）。 

イ Ａ１（明治１１年生）は、明治４５年（大正元年）頃、現在の千葉県成15 

田市Ｔ（略）Ｍ６３番の土地（以下、地番のみで表示する土地は、いわゆ

るＴ集落の土地である。）に入植し、その後、Ｆ１からＭ４１番の土地の

うち４反７畝を借りて、小作するようになった。 

Ａ２（大正３年生）はＡ１の子であり、被告（昭和２５年生）はＡ２の

子である。 20 

ウ 三里塚芝山連合空港反対同盟（反対同盟）は、昭和４１年、成田空港の

建設に反対する者によって結成された団体であり、昭和５８年３月、一坪

共有地に係る再共有化運動がきっかけで、これに反対するいわゆるｋ派と、

これを推進するいわゆるａ派に分裂した。Ａ２及び被告はｋ派に属してい

る。（乙１９８、３９８、４１９） 25 

（２）成田空港の建設等 
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 ア 成田空港の建設は、昭和４１年７月、閣議決定され、同月、新東京国際

空港公団法に基づき、空港公団が発足した（乙９０）。 

   空港公団が策定した事業計画書（甲７０）は、主滑走路（４０００ｍと

２５００ｍ）、横風用滑走路（特に横風が強い場合に使用する）、着陸帯、

誘導路、エプロン（航空機を地上に継続的に留置させることを目的とする5 

施設）、構内道路及び駐車場、旅客取扱施設区域、貨物取扱施設区域、飛

行場保守管理施設区域、航空機整備施設区域を設置するとした。 

 イ 空港公団は、昭和４１年１２月１３日、運輸大臣に対し、航空法５５条

の３第１項の規定により、成田空港を設置しようとする場合における同項

前段の規定による工事実施計画の認可を申請し、昭和４２年１月２３日、10 

運輸大臣の認可を受け、昭和４２年１月３０日運輸省告示第３０号により、

工事実施計画が認可され、成田空港について、延長進入表面、円錐表面及

び外側水平表面が指定されたことが告示された（本件告示）。 

   同工事実施計画では、昭和４６年３月３１日までに長さ約４０００ｍの

滑走路（Ａ滑走路）等を整備し、昭和４９年３月３１日までに長さ約２５15 

００ｍの滑走路（Ｂ滑走路）及び約３２００ｍの滑走路（Ｃ滑走路。横風

用滑走路）を整備することとされた。（甲８０、乙１１０） 

 ウ Ａ滑走路は、昭和４８年４月３０日に完成し（第一期工事）、成田空港

は、昭和５３年５月２０日、Ａ滑走路のみで開港した（乙９０）。 

 エ 運輸省は、昭和５９年８月、Ｂ滑走路及びＣ滑走路等の建設を目的とす20 

る第二期工事計画を発表し、空港公団は、昭和６１年１０月、第二期工事

に着工した。 

 オ 空港公団は、平成１１年９月３日、空港建設の反対運動による工事の遅

れ等を考慮し、当面の航空需要に応えるために早急に暫定的な平行滑走路

を整備する必要が生じたとして、運輸大臣に対し、成田空港工事実施計画25 

変更認可申請をし、同年１２月１日、認可を受けた（乙１１１）。 
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   同変更後の工事実施計画では、工事完成の予定期日を平成１３年１１月

３０日に変更するとともに、Ｂ滑走路につき長さを約２１８０ｍに短縮し

た暫定平行滑走路（Ｂ´滑走路）を整備すること、Ｂ´滑走路に付随する

西側誘導路を被告の耕作地を迂回する形状（への字型カーブ）に整備する

こととされた（乙１１１）。 5 

 カ Ｂ´滑走路は、平成１４年４月１８日、供用が開始された（甲８１）。 

 キ 原告は、平成１８年７月１０日、国土交通大臣に対し、Ｂ´滑走路を北

側に延伸して２５００ｍとする内容の空港施設の変更申請をし、国土交通

大臣は、同年９月１１日、これを許可した。そして、平成２１年１０月２

２日、２５００ｍのＢ´滑走路の供用が開始された。（甲８１、９３）  10 

（３）空港公団がＭ４０番の土地等を取得するに至った経緯等 

 ア Ｍ４０番の土地、Ｍ４１番１の土地及び周辺土地との隣接関係は、おお

むね別紙３公図（乙２・２枚目）のとおりであり、Ｍ４０番の土地及びＭ

４１番１の土地はいずれも東側において、成田市道（いわゆる団結街道）

に面している（なお、各土地の形状については争いがある。）。 15 

   イ Ｍ４０番の土地について 

（ア）Ｓは、昭和２年１２月２６日、Ｌ大臣から千葉県印旛郡Ｐ村（略）Ｔ

２９４番の土地の払下げを受け、同土地は、昭和２９年の町名地番変更

により、Ｍ４０番の土地とされた（甲５）。 

（イ）空港公団は、昭和４４年３月１４日、Ｓとの間でＭ４０番の土地の土20 

地売買契約を締結して、同人から同土地を買い受け、同月１８日、所有

権移転登記を経由し、昭和４５年８月２１日、同土地の引渡しを受けた

（甲１、５、３２）。 

   ウ Ｍ４１番１の土地について 

（ア）Ｆ１は、昭和２年、千葉県印旛郡Ｐ村（略）Ｔ２９３番の土地（１町25 

４反１４歩）の払下げを受けて、これを取得した。昭和２９年の町名地
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番変更により、同土地はＭ４１番の土地とされた。（乙８） 

（イ）Ｆ２は、昭和３２年１０月６日、相続により、Ｍ４１番の土地を取得

した（乙８）。 

（ウ）Ｆ２は、昭和５９年５月１１日、Ｍ４１番の土地を、別紙４地積測量

図（甲１６）のとおり、Ｍ４１番１ないし７の各土地に分筆した（甲２）。 5 

（エ）Ｆ２は、昭和６３年１月２６日、Ｍ４１番１ないし７の各土地を合筆

し、Ｍ４１番の土地（１万３９３０㎡）とした（甲２）。 

（オ）空港公団は、昭和６３年４月１２日、Ｆ２との間で、Ｍ４１番の土地

についての土地売買契約を締結し、同年５月１３日、同人に対し、売買

代金４４７２万２５６９円を支払った。 10 

なお、同契約では、Ｍ４１番の土地に賃借人をＡ２とする４６６１．

１４㎡の賃借権が設定されているものとされ、上記の代金は、土地代金

から賃借権相当額を差し引いた金額であった。（甲２、６、７、３６、

６７、乙１０） 

（カ）Ｍ４１番の土地は、昭和６３年８月２４日、別紙５地積測量図（甲１15 

７、乙４）のとおり、Ｍ４１番１の土地（９２６９㎡）、Ｍ４１番８の

土地（２６７７㎡）及びＭ４１番９の土地（１９８３㎡）の３筆に分筆

された（甲２、６、７）。 

（キ）空港公団は、平成１５年１２月２４日、Ｍ４１番１の土地、Ｍ４１番

８の土地及びＭ４１番９の土地について、昭和６３年４月１２日売買を20 

原因とする所有権移転登記手続をした（甲２、６、７、乙１０）。 

エ 周辺土地について 

（ア）Ｍ３８番の土地、３９番の土地（北側土地） 

空港公団は、昭和４３年１１月２６日、Ｋ１との間でＭ３８番の土地

の売買契約を、同月２８日、Ｋ２との間でＭ３９番の土地の売買契約を25 

それぞれ締結し、これらの土地を取得した（甲３４、３５、乙６、７）。 
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 （イ）Ｍ４２番１の土地等（南側土地） 

   空港公団は、昭和６０年８月６日、Ｉとの間でＭ４２番１の土地及び

Ｍ４２番２の土地の売買契約を締結し、これらの土地を取得した（乙２

６６、２６７、４０２）。 

 （４）被告の占有状況等 5 

ア Ａ２は、昭和２５年８月１日付けで、Ｆ１との間で、千葉県印旛郡Ｐ村

の「（略）Ｔ２９３番１」の土地及び「（略）Ｄ６１８」の土地について

の農地賃貸借契約を締結し（本件賃貸借契約）、その契約書を農地委員会

に提出した（甲２０）。同契約において、前者の土地の面積は４反７畝、

後者の土地の面積は５畝２１歩とされた。 10 

   イ Ａ２は、平成１１年１月２１日、死亡した。被告はＡ２の権利関係を相

続した。 

ウ Ｉ及びＦ２は、昭和６３年５月１０日付けで、ＩがＭ４１番の土地につ

き有していた５９６３．６２㎡の賃借権を消滅させる権利消滅補償契約を

締結した（甲４０）。 15 

   エ Ｎ及びＦ２は、昭和６３年１２月２６日付けで、ＮがＭ４１番の土地に

つき有していた３３０５．２５㎡の賃借権を消滅させる権利消滅補償契約

を締結した（甲４１）。 

 （５）本件訴訟に至る経緯 

   ア 空港公団は、昭和４４年１２月１６日建設省告示第３８６５号により、20 

成田空港建設事業についての土地収用法に基づく事業認定処分を得て、千

葉県収用委員会に対し、昭和４５年１１月３０日付けで、Ｆ２が所有する

Ｍ４１番の土地についての土地収用法に基づく裁決申請を、昭和４８年１

１月３０日付けで、同土地についての明渡裁決の申立てをしたが、平成５

年６月１６日付けで、これらを取り下げた（甲２９、７２）。 25 

イ 空港公団は、被告に対し、平成１５年１２月２４日付けで、被告が「賃
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貸借契約の目的とされている土地」であるＭ４１番８の土地及びＭ４１番

９の土地、被告が「現に耕作されている土地」であるＭ４０番の土地及び

Ｍ４１番１の土地に係る賃貸借契約の解約等について相談したい旨を申し

入れ（甲１３）、また、平成１６年２月９日付けで、Ｍ４１番８の土地及

びＭ４１番９の土地に係る賃貸借契約の解約についての相談を申し入れる5 

とともに、Ｍ４０番の土地及びＭ４１番１の土地については、賃貸借契約

が存在せず、無権原で耕作されている土地であるとして、直ちに明け渡す

ことを求めた（甲１４）。 

ウ 原告は、平成１８年７月３日付けで、千葉県知事に対し、Ｍ４１番８の

土地、Ｍ４１番９の土地及びＷ２から借りていたＴ７８番２の土地等７筆10 

の畑について、被告への離作補償を１億８０７１万５３３５円とする、農

地賃貸借契約の解約申入れの農地法２０条１項による許可を申請し（本件

許可申請）、千葉県知事は、同年９月２１日付けで、離作補償を給付する

ことを条件として、これを許可した（本件許可処分。甲１０、６７、６８、

乙２１９）。 15 

エ 原告は、平成１８年１０月１１日付けで、被告に対し、被告の耕作に係

る作物の収穫期到来後１年の経過をもってＭ４１番８の土地及びＭ４１番

９の土地の賃貸借契約を解約する旨を申し入れた（甲１１、１２）。 

オ 原告は、平成１８年１０月２０日、本件訴訟を提起した。 

 （６）Ｍ４１番８の土地及びＭ４１番９の土地に関する訴訟（別件訴訟） 20 

ア 被告は、平成１８年１０月１７日、農林水産大臣に対し、本件許可処分

についての審査請求をしたが、農林水産大臣は、平成１９年１月２９日、

これを棄却する旨の裁決をした（甲１８）。 

イ 被告は、平成１９年７月２７日、本件許可処分の取消しを求める訴訟（千

葉地方裁判所平成１９年（行ウ）第２９号）を提起し、また、原告は、平25 

成２０年、被告に対し、賃貸借契約の終了を理由として、Ｍ４１番８の土
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地、Ｍ４１番９の土地の明渡しを求める訴訟（同裁判所平成２０年（ワ）

第２３３８号）を、Ａ２がＷ２から借りていたＴ７７番８の土地等につい

て、建物収去土地明渡しを求める訴訟（同裁判所平成２０年（ワ）第２３

４１号）をそれぞれ提起し、これらの訴訟は併合審理された（甲８１）。 

ウ 原告は、被告がＭ４１番９の土地の占有を否定し、客観的にも被告によ5 

る同土地の現実の占有はうかがえないとして、平成２３年２月１５日付け

訴えの一部取下書を提出したが、被告の同意が得られなかったことから、

平成２４年１２月１０日、同土地の占有を回復したとして、同土地に係る

土地明渡請求を放棄した（甲８１、乙７７、７８、３６１）。 

エ 千葉地方裁判所は、平成２５年７月２９日、被告の請求については、本10 

件許可処分に違法はないとして、これを棄却するとともに、原告の請求に

ついては、原告と被告との間のＭ４１番８の土地に係る賃貸借契約は、原

告が本件許可処分に基づき賃貸借契約を解約する旨を申し入れたことによ

り終了したとして、これを認容する旨の判決をした（甲８１）。 

 被告は、上記判決を不服として、控訴をしたが、東京高等裁判所は、平15 

成２７年６月１２日、被告の控訴を棄却し（平成２５年（行コ）第３２６

号）、その後、上記エの判決は確定した（甲８７）。 

オ 被告は、上記確定判決の執行力の排除を求める請求異議の訴えを提起し

たが、千葉地方裁判所は、平成３０年１２月２０日、被告の請求を棄却す

る旨の判決をし（平成２８年（ワ）第２４３１号）、東京高等裁判所は、20 

令和２年１２月１７日、被告の控訴を棄却し（平成３１年（ネ）第２０２

号）、その後、上記判決は確定した（甲９３）。 

 （７）本件訴訟における審理の状況等 

ア 訴えの変更 

 原告は、当初、請求の趣旨は、①Ｍ４０番の土地のうち別紙６図面イ、25 

ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ及びイの各点を順次結ぶ直線で囲まれた土地部分と、
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②Ｍ４１番１の土地のうち同図面ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、

ワ、カ及びニの各点を順次結ぶ直線で囲まれた土地部分の明渡しを求める

ものであったところ、本件工作物の収去も併せて求めるとして、平成２３

年１月１７日付け訴えの変更申立書により、前記第１の１（１）のとおり

に請求の趣旨を変更した。 5 

   イ 被告による賃借権の取得時効の援用 

被告は、平成２０年１２月８日の第９回口頭弁論期日において陳述した

被告準備書面（９）等により、賃借権の取得時効を援用する旨の意思表示

をした。 

   ウ 文書提出命令の申立て 10 

   （ア）被告は、空港公団がＦ２との間でＭ４１番の土地の売買契約に至るま

での交渉記録等の関連記録一切（Ａ２名義の同意書（甲８。本件同意書）

及び昭和６２年４月１１日付け賃借地境界確認書（甲９。本件確認書）

の作成経緯等を含む。）についての文書提出命令の申立てをした（平成

２３年（モ）第３０５号）。 15 

      当裁判所は、上記申立てのうち、本件同意書及び本件確認書（以下「本

件同意書等」という。）の作成経緯等を記載した文書等の部分を却下し

たところ、被告はこれを不服として即時抗告をし、抗告審は、原審が所

持しているとは認められないとして却下した文書については原告が所持

している可能性は否定できないとして、原決定の当該部分を破棄して、20 

差し戻した（東京高等裁判所平成２４年（ラ）第２５７１号）。差戻審

である当裁判所は、平成２５年１２月９日、本件同意書等の作成経緯等

を記載した文書についても、提出を命じる旨の決定をした（平成２５年

（モ）第１２８号）。 

      原告は、これを不服として即時抗告をしたが、平成２６年７月１６日、25 

抗告審はこれを棄却し（東京高等裁判所平成２６年（ラ）第１９８号）、
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上記決定は確定した。 

      しかし、原告は、提出を命じられた文書を提出しなかった。 

   （イ）なお、本件同意書は、別紙７（甲８）のとおり、Ｆ３（Ｆ２の名字の

うち１文字が異体字の氏名）宛てのものであって、Ａ２名義の署名と押

印があり、「不動産の表示」としてＭ４１番の土地が記載され、続いて、5 

「私は右記のＦ３所有地の一部４６６１㎡を賃借しておりますが、賃借

地については、土地所有者の指定する場所に戻すことに異議はありませ

ん。」と記載されている。 

また、本件確認書は、別紙８（甲９）のとおり、Ａ２名義の署名と押

印があり、「不動産の表示」としてＭ４１番の土地が記載され、続いて、10 

「私は右土地の一部４６６１㎡をＦ３から賃借し、耕作しておりますが、

私が賃借している土地の範囲については、境界標のとおり異議がないこ

とを確約致します。」と記載されている。 

本件同意書及び本件確認書のいずれについても、同一の昭和６３年３

月１日作製の地積測量図が添付されている。 15 

３ 争点 

 （１）本案前の主張等について（争点１） 

   ア 本件訴えの適法性 

・農地法違反 

    ・権利濫用、信義則違反 20 

   イ 訴えの変更の可否 

 （２）請求原因について（争点２） 

 ア 原告の甲土地及び乙土地の所有 

 イ 被告の甲土地及び乙土地の占有 

 （３）抗弁１－売買の無効について（争点３） 25 

ア 売買契約の農地法違反 
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   イ 売買契約の用地事務取扱規定違反 

 （４）抗弁２－被告の占有権原について（争点４） 

 ア 合意に基づく賃借権の有無 

イ 賃借権の時効取得 

４ 争点１（本案前の主張等について）に関する当事者の主張 5 

（１）本件訴えの適法性 

【被告の主張】 

本件訴えは、以下の理由により、不適法である。 

ア 農地法違反 

農地法２０条は、政令の定めるところにより都道府県知事の許可を受け10 

なければ、賃貸借の解約等をしてはならない（１項）、当該許可を受けな

いでした行為は効力を生じないとしている（５項）。しかしながら、原告

は、Ｍ４０番の土地及びＭ４１番１の土地に存在する賃借地（小作地）に

ついて、千葉県知事による許可を得ることなく、所有権に基づく妨害排除

請求権に基づく明渡しを求めるものであり、これは、明らかに農地法２０15 

条１項に違反するから、本件訴えは同項により無効である。 

 イ 権利濫用、信義則違反 

 （ア）空港公団総裁と千葉県知事は、成田空港問題シンポジウムの結果を受

けて、平成５年に成田空港建設をめぐって二度と強制収用を行わない旨

を表明した上、運輸省も空港公団もＢ・Ｃ滑走路建設計画について白紙20 

の状態に戻して、改めて地元住民の同意を得るという方針を公言してい

た。 

しかし、原告は、白紙に戻したＢ滑走路のみならず、民家の４０ｍ上

空をジェット機に航行させる、違法なＢ´暫定滑走路誘導路の建設を地

元住民の反対を無視して強行し、その一環として、事実上の強制収用を25 

招来する本件訴訟を提起し、警察機動隊をも動員する民事強制執行力を
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もって被告の農地を収奪しようとするものである。これは、クリーンハ

ンズの原則、信義則に反する。 

 （イ）そもそも、成田空港の建設には次のような違法事由があり、本件訴訟

はこの違法行為に加担するものである。 

 ①成田空港建設の違法性 5 

空港公団は、昭和４２年、成田空港建設工事に係る工事実施計画の

認可処分を受けたが、同認可処分には、空港の位置決定に係る重大な

違法があり、また、航空法５５条の３第２項で準用される同法３９条

１項１号（飛行場の位置等の基準適合性）、２号（他人の利益を著し

く害しないこと）、５号（用地の確実な取得）の各要件に違背するも10 

のである。 

成田空港の建設に至る経緯をみても、地元住民の反対運動を組織す

る時間的猶予を与えることなくクーデター的に新空港の位置を決定し、

警察機動隊による暴力行使、暴力的制圧の下に建設が強行されたもの

で、憲法２９条、３１条に違背し、成田空港は軍事空港であるから、15 

その点からも憲法上許容されない存在である。 

また、環境アセスメントも実施されずに設置され、いかに対策を講

じようとも騒音公害を発生させ続けており、これを根絶するためにも、

廃港以外にない状況にあり、成田空港の建設自体が違法行為である。 

     ②Ｂ´滑走路の建設、供用が違法であること 20 

 平成１４年３月１８日、供用が開始されたＢ´滑走路は、着陸帯の

幅が１５０ｍしかなく、国際標準に違反し、かつ、整地部分について、

勧告方式に違反している。 

また、滑走路誘導路最小離間距離についても１７６ｍ以上をとらな

ければならないにもかかわらず、用地取得が出来ないままに建設を強25 

行したため、誘導路はへの字型に３か所で曲がり勧告方式に違反して
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いる。 

さらに、誘導路と出発待機用の誘導路との距離が不十分であり、現

に、平成１４年１２月１日には接触事故が発生し、平成１５年１月２

７日には、飛行機がオーバーランした事故、平成１６年６月１６日に

は、滑走路の誘導路の見通しが悪いことから、航空機が約８００ｍ離5 

れて鉢合わせした事案が発生しているなど、極めて危険な代物である。 

Ｂ´滑走路で事故が発生した場合、乗員乗客のみならず地元住民に

も直接被害が及ぶ可能性がある。 

 （ウ）訴えの目的等 

本件訴えの提起は、成田空港建設に対し絶対反対の態度を堅持して成10 

田空港の廃港を主張する反対同盟の同盟員たる被告に対して、本件訴え

に対応せざるを得ない状況に追い込み、困惑、動揺させ、重圧を加え、

無用の出費と労力を強制させることを目的とするものであり、反対同盟

つぶしの悪質な策謀である。 

  【原告の主張】 15 

 ア 農地法違反の主張について 

被告が、現在耕作している土地につき賃借権を有しているか否かは、ま

さに本件訴訟の本案において審理判断される事項であるから、被告の主張

は、前提を異にするものであり、失当である。 

イ 権利濫用、信義則違反の主張について 20 

（ア）本件訴訟は、原告が所有する土地を被告が何ら権原なく占有している

ことから、所有権に基づく妨害排除請求権の行使として土地の明渡しを

求めるものであり、被告の権利を強制的に収用するものではない。 

（イ）原告は、航空法に基づき、運輸大臣の認可を受け適法に成田空港の建

設を行っており、Ｂ′滑走路の建設についても、航空法に定める基準に25 

適合している。 
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（ウ）成田空港問題シンポジウムにおける空港公団総裁の発言等は、空港建

設を進めるうえで、本件のような訴訟手続を行わないことまでを約した

ものはない。そもそも、本件訴訟の提起によって、被告の権利が侵害さ

れるかどうかは、本件訴訟の本案において審理判断される事項である。 

（２）訴えの変更の可否 5 

  【被告の主張】 

前記（１）の被告の主張に照らせば、本件訴えの変更は認められず、異議

がある。 

  【原告の主張】 

原告は、被告が設置した本件工作物についても収去を要するものと判断し、10 

訴えの変更をした。本件工作物は、原告が明渡しを求めているＭ４１番１の

土地上に設置されており、明渡しを求める土地の範囲も約８㎡増加するにす

ぎないことから、訴訟手続を著しく遅滞させるものではない。 

 ５ 争点２（請求原因について）に関する当事者の主張 

 （１）原告による甲土地及び乙土地の所有 15 

  【原告の主張】 

原告はＭ４０番の土地及びＭ４１番１の土地を所有するところ、甲土地は

Ｍ４０番の土地の一部であり、乙土地はＭ４１番１の土地の一部である。 

  【被告の主張】 

  甲土地がＭ４０番の土地の一部であることは争う。甲土地はＭ４１番１の20 

土地の一部である。Ｍ４０番の土地は、別紙３公図のとおり、Ｍ３９番の土

地とＭ４１番の土地に挟まれた細長い長方形の土地である。 

 （２）被告の甲土地及び乙土地の占有 

  【原告の主張】 

   ア 被告は甲土地及び乙土地を占有している。 25 

   イ なお、被告が援用する別紙９関係土地図（本件関係土地図）に関する主
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張は、次のとおりである（以下、「Ａ土地」等と表示するものは本件関係

土地図によるものである。）。 

①昭和２５年当時、Ａ２はＢ土地及びＥ１土地を、ＩはＡ土地及びＣ土地

を、ＮはＦ土地を耕作していた。 

 ②昭和４４年当時、Ａ２はＡ土地及びＢ土地を、ＩはＣ土地、Ｅ１土地及5 

びＥ２土地を、ＮはＦ土地を耕作していた。 

 ③昭和４５年秋頃、Ａ２はＡ土地、Ｂ土地及びＤ土地を、ＩはＣ土地、Ｅ

１土地及びＥ２土地を、ＮはＦ土地を耕作していた。 

 ④昭和４６年頃、Ａ２はＢ土地、Ｃ土地及びＤ土地を、ＩはＡ土地、Ｅ１

土地、Ｅ２土地及びＦ土地を耕作していた。 10 

 ⑤昭和６２年頃、Ａ２はＢ土地、Ｃ土地及びＤ土地を耕作していた。 

 ⑥昭和６３年８月以降、Ａ２は、Ａ土地、Ｂ土地、Ｃ土地及びＤ土地を耕

作している。 

  【被告の主張】 

   ア 被告がＭ４０番の土地及びＭ４１番の土地において、占有（耕作）して15 

いる範囲は、別紙１０実測図（乙９の１・２）の緑色の部分である。 

イ Ｍ４０番の土地及びＭ４１番１の土地の占有（耕作）の状況は、次のと

おりである（なお、本件関係土地図のＢ土地はおおむねＭ４１番８の土地

に該当し、同土地の面積は２６７７㎡である（甲６）。）。 

 ①当初、Ａ２はＡ土地及びＢ土地を耕作していた。 20 

 ②昭和４６年１２月から、Ａ２はＢ土地、Ｃ土地及びＤ土地で、ＩはＡ土

地、Ｂ土地、Ｅ土地及びＦ土地で耕作するようになった。 

    ③昭和６２年４月から、Ａ２はＡ土地、Ｂ土地、Ｃ土地及びＤ土地を耕作

するようになった。 

 ６ 争点３（抗弁１－売買の無効について）に関する当事者の主張 25 

 （１）農地法３条違反 
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【被告の主張】 

空港公団は、小作権付きの農地であるＭ４１番の土地を、転用目的ではな

く、農地のまま利用することを目的として取得した。そのため、同土地の取

得については、その土地の農業上の利用を廃止することを統制の対象として

いる農地法５条ではなく、農地を農地のまま利用する目的で権利の移転等が5 

行われることを統制の対象とする農地法３条の要件を満たさなければならな

い。ところが、空港公団のＭ４１番の土地の取得について、同条が要求する

農業委員会の許可はない。したがって、空港公団とＦ２との間のＭ４１番の

土地の売買契約は、同条に違反して無効である。 

  【原告の主張】 10 

空港公団は、転用目的でＭ４１番の土地を取得した。空港公団は、Ｍ４１

番の土地を告示区域外の部分も含めて「空港の敷地」（農地法施行規則７条

１１号）に供する目的で取得し、以後も「空港の敷地」として転用する目的

で所有していたが、用地取得が計画通りに進まなかったことなどから、取得

後直ちに空港の業務に供するための敷地として整備することができなかった15 

ものである。したがって、空港公団によるＭ４１番の土地の取得は農地法３

条に違反しない。 

 （２）農地法５条違反 

  【被告の主張】 

ア 農地法５条は、転用目的での農地の取得につき、都道府県知事等の許可20 

を要件としている。そのため、上記許可を受けていない空港公団によるＭ

４１番の土地の取得は同条１項に違反し、空港公団とＦ２との間のＭ４１

番の土地の売買契約は無効である。 

イ 農地法施行規則７条１１号が違憲であること 

 成田国際空港株式会社が成田国際空港の敷地若しくは当該空港の建設25 

のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止さ



17 

 

れる道路に代わるべき道路の敷地に供するため、又は航空保安施設設置予

定地の区域内にある農地若しくは採草放牧地について航空保安施設を設

置するために権利を取得する場合、農地法５条の許可を要しない旨を定め

た農地法施行規則７条１１号は、成田空港の空港用地買収の便宜迅速を図

るだけの目的で農地法５条１項の許可を不要としたものであり、農地法５5 

条１項４号の委任の範囲を超え、立法権を侵害するものであり、憲法４１

条、１４条、２９条１項、３１条に違反し、違憲無効である。したがって、

上記許可を受けていない空港公団によるＭ４１番の土地の取得は、農地法

５条１項に違反し、無効である。 

ウ 小作権者の同意がないこと 10 

仮に、農地法施行規則７条１１号が違憲でないとしても、小作権者の同

意のない土地の取得は、農地法５条に違反して無効である。すなわち、平

成１０年の農地法改正により、農地法５条２項本文、同項３号において、

小作権者の同意がなければ都道府県知事等の転用の許可ができないとさ

れ、小作人の同意が法定化されているところ、これは従前の局長通達の内15 

容を条文化したものであることから明らかなように、Ｍ４１番の土地の売

買契約が行われた当時も、転用目的で農地を取得する場合には、小作権者

の同意を得る必要があった。しかし、空港公団は、同土地の取得に当たっ

て上記同意を得ていないのであり、空港公団による同土地の取得は、農地

法５条に違反して無効である。 20 

エ Ｍ４１番の土地には、空港敷地外の土地が含まれており、農地法施行規

則７条１１号の適用を受けないこと 

仮に、農地法施行規則７条１１号が違憲でないとしても、Ｍ４１番の土

地には本件告示に係る区域（告示区域）に含まれない土地（３２７４．４

３㎡）も含まれていたから、千葉県知事の許可が必要であった。しかし、25 

空港公団は、Ｍ４１番の土地の売買につき、千葉県知事の許可を得ていな
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いから、Ｆ２との売買契約は違法、無効である。 

  【原告の主張】 

ア 農地法施行規則７条１１号が合憲であること 

農地法５条１項は、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を

採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について同法３条１項本5 

文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、都道府県知事の許可を

要する旨を定めるとともに、同法５条１項ただし書において、同項の許可

を要しない場合を個別具体的に列挙し、成田空港については、同項ただし

書４号の「その他農林水産省令で定める場合」として定める同法施行規則

７条１１号は、「成田国際空港株式会社が成田国際空港の敷地若しくは当10 

該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設

に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため、又は航空保

安施設設置予定地の区域内にある農地若しくは採草放牧地について航空

保安施設を設置するため第１号の権利を取得する場合」を定めている。農

地法５条１項４号は、農地法の趣旨に反した農地転用を行わないと考えら15 

れる規制主体が農地の権利移転を行う場合や、法律で定める事業の認可等

を通じて公益性又は公共性が担保される事業によって農地の権利移転が

行われる場合等について、例外的に都道府県知事の許可を不要とすること

を委任するものと解することができ、個別具体的委任である。成田空港の

設置等については運輸大臣（現在の国土交通大臣）の認可等に係らしめて20 

おり、その事業の公益性及び公共性が担保されているということができる

から、成田空港の敷地等に供するための農地取得について農地法５条１項

の許可を不要とする農地法施行規則７条１１号は、委任の範囲を超えるも

のではなく、憲法４１条には反しない。 

イ 小作権者の同意を必要としないこと 25 

被告は、Ｍ４０番の土地及びＭ４１番１の土地の賃借人（小作人）では
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ないから、被告の同意が必要である旨の主張は失当である。 

 ウ 農地法施行規則７条１１号が適用されること 

農地法施行規則７条１１号における「成田国際空港の敷地」が航空法に

より定められた告示区域である旨の文言は付されておらず、また、航空法

に基づく告示区域及び農地法施行規則の趣旨からすれば、「成田国際空港5 

の敷地」について、告示区域に限定すべき理由はなく、社会通念上、告示

区域はもとより、同区域と一体的に運用されることが企図されており、空

港公団が実質的に空港敷地として使用する範囲を示しているものと解さ

れる。そして、空港公団は、Ｍ４１番の土地における告示区域内の部分は

もとより、同区域外の部分についても滑走路、誘導路や第２旅客ターミナ10 

ル周辺のエプロンから近接した場所に位置しており、空港に必要な敷地と

して使用し得ることから、一筆全体を買収したものである。したがって、

農地法５条の許可を要しない。 

 （３）農地法６条違反 

  【被告の主張】 15 

ア 農地法６条１項１号は、国以外の者は、その所有者の住所のある市町村

の区域の外にある小作地を所有してはならないと規定しているところ、空

港公団が、Ｍ４０番の土地及びＭ４１番の土地を取得した際、その住所地

は東京都内にあった。したがって、空港公団による同土地の取得は同号に

違反するところ、同条違反の小作地については、農業委員会が公示・縦覧20 

の上、所有者が公示の日から起算して原則１か月以内に所有権を譲渡しな

いときは国が買収し、当該所有者はその買収を拒むことはできないとされ

ている（農地法８条、９条）。そのため、原告が、Ｍ４０番の土地及びＭ

４１番１の土地の所有者であることを前提とした本件請求は理由がない。 

イ 農地法７条１項４号は「近く農地以外のものとすることを相当とするも25 

のとして、都道府県知事の許可を受けた小作地」については、国以外の者



20 

 

も所有することができるとしているが、空港公団は、Ｍ４０番の土地及び

Ｍ４１番の土地の取得につき、上記の許可を受けていない。 

  【原告の主張】 

ア 空港公団は、成田空港の敷地に転用するためにＭ４０番の土地及びＭ４

１番の土地を取得したのである。そして、農地法６条１項の趣旨からすれ5 

ば、具体的な転用目的をもって新たに取得した土地について、転用される

までの間に、不在地主と同様の状態が生じたとしても、同条項が適用され

るものではない。 

イ 仮に、農地法６条の適用があるとしても、空港公団は空港敷地として転

用することを目的として取得したものであって、農地法７条１項４号の「農10 

地以外のものとすること」との事由に該当するから、原告は、農地法６条

１項の規定にかかわらず、これらの土地を所有することができる。なお、

原告は、農地法７条１項４号に基づく都道府県知事の指定を受けていない

が、将来において農地以外のものとすることが明白であると認められる場

合は同号に該当する。 15 

ウ 農地法６条１項は効力規定ではないから、仮に、同項に違反したとして

も、小作地の所有権自体が否定されるものではない。 

 （４）用地事務取扱規定違反 

  【被告の主張】 

新東京国際空港公団用地事務取扱規定（用地事務取扱規定）３８条は、「取20 

得し、又は使用しようとする土地に用益物権、担保物権等が設定されている

場合においては、土地所有者及び関係人にこれらの権利を消滅させるものと

する。」と規定し、空港公団が小作権付きで土地を買収することは禁止され

ていた。したがって、空港公団が、Ａ２の小作権放棄の同意を得ないまま、

Ｍ４１番の土地を取得したことは、用地事務取扱規定３８条に違反しており、25 

また、憲法２９条３項に基づく小作権者の権利保障規定を故意に踏みにじる
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ものであり、空港公団とＦ２との間のＭ４１番の土地の売買契約は無効であ

る。 

  【原告の主張】 

用地事務取扱規定は、空港公団の内規であり、上記規定に違反していたと

しても、そのことをもって、Ｍ４１番の土地の取得が違法であるとはいえな5 

い。加えて、用地事務取扱規定３８条は、土地を任意で取得する場合に適用

されるものであるところ、本件においては、Ａ２の土地賃借権を解消するこ

とは困難であったことから、賃借権付きで所有権を取得した後、賃借権につ

いて収用手続によることとしていたのであり、このような場合にまで、上記

規定が適用されるものではない。 10 

 ７ 争点４（抗弁２－被告の占有権原について）に関する当事者の主張 

 （１）合意に基づく賃借権の有無 

  【被告の主張】 

ア Ａ土地について 

 Ａ１は、下総御料牧場から千葉県印旛郡Ｐ村（略）Ｔ２９３番の土地（Ｍ15 

４１番の土地）を賃借していたＦ１より、同土地の中の４反７畝の土地を

転借し、Ｆ１が、昭和２年１２月２６日、同土地の払下げを受けたことに

ともない、同土地をＦ１から直接賃借することとなった。Ａ１が、当初、

賃借した４反７畝の土地の場所は、Ａ土地（２反）及びＢ土地（２反７畝）

である。Ａ１の子であるＡ２は、昭和４７年頃から、Ａ土地の耕作を止め20 

ているが、これは、その頃、Ｉとの間で、同人が耕作していたＣ土地と、

Ａ２が耕作していたＡ土地の耕作場所を一時的に交換したためであるか

ら、Ａ２は依然としてＡ土地の賃借権を有していた。 

なお、Ａ（Ａ１及びＡ２の名字）家がＭ４１番９の土地の部分で耕作し

た事実はない。同部分はＩが利用していた。 25 

   イ Ｃ土地及びＤ土地について 
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 Ａ２は、昭和４６年１２月下旬、Ｆ２に対し、Ａ土地をＩに転貸し、他

方、Ｃ土地をＩから転借することを申し出て、また、Ｄ土地は誰も耕作し

ていなかったので、同土地を賃借したい旨を申し出て、Ｆ２がこれを承諾

したため、遅くとも昭和４７年１月１日以降、Ａ２は、Ｃ土地及びＤ土地

の引渡しを受けて、耕作するようになった。よって、Ａ２は、Ｃ土地及び5 

Ｄ土地に関し、Ｆ２との賃貸借契約に基づく賃借権を有している。 

また、Ａ２は、昭和６２年にＩが耕作を止めたことから、同年１２月、

Ｆ２に対し、Ａ土地の転貸借が終了し、自ら賃借人としてＡ土地の耕作を

続けること、Ｉから転借していたＣ土地についても、そのまま自らが賃借

人として耕作を続けることを申し出て、Ｆ２はこれを承諾した。 10 

   ウ 原告が援用する本件同意書等について 

  原告は、本件同意書等に基づき、Ａ２の賃借地がＢ土地及びＥ１土地で

あると特定したと主張するが、Ａ２が本件同意書等に署名押印した事実は

ない。 

原告は、もともとはＡ２の賃借地はＡ土地及びＢ土地であると認識して15 

いたが、Ｍ４１番の土地の所有者であるＦ２が、Ａ２の賃借地はＥ１土地

であると主張したため、これに追随したものである。そして、原告は、賃

借地がＢ土地及びＥ１土地であることがＡ２の認識に基づくものである

ことを装うため、本件同意書等を偽造した。 

被告は、原告による上記偽造の事実を立証するため、原告がＦ２との間20 

で行ったＭ４１番の土地の買収に関する交渉記録等の文書について文書

提出命令の申立てをし、これが認容されて、原告に対する文書提出命令が

確定したにもかかわらず、原告は、当該文書は存在しない旨の全く不合理

な弁解をし、その提出を拒否している。そのため、裁判所は、民事訴訟法

２２４条の規定により、かつ、本件訴訟の審理経過を踏まえ、被告が主張25 

する、原告が本件同意書等を偽造した事実を認定するべきである。 
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なお、仮に、本件同意書等が偽造されたものでなかったとしても、本件

同意書は、Ａ２の錯誤により作成されたものである。 

  【原告の主張】 

ア Ａ土地について 

被告がＡ土地の賃借権を有することについては否認する。Ａ２の賃借地5 

は、本件賃貸借契約の当初から、Ｍ４１番８の土地及びＭ４１番９の土地

であり、仮にそうでなかったとしても、本件同意書等の作成の際に、Ｆ２

との間で、Ｍ４１番８の土地及びＭ４１番９の土地を賃借地とすることを

合意したものである。 

そもそも、本件賃貸借契約に係る農地賃貸借契約書（甲２０）には、そ10 

の対象土地がＭ４１番の土地のどの範囲であるか具体的に記載されていな

い。空港公団は、昭和５９年頃まで、被告の賃借地がＡ土地であることを

前提として、図面の作成等を行っていたが、これは、Ａ２らを含むＭ４１

番の土地の賃借人が、当初の耕作場所を変更しており、同土地の所有者で

あるＦ２も、賃借人らの賃借地の位置及び範囲を把握していなかったこと15 

から、耕作状況をもとに図面等を作成していたにすぎない。そして、Ａ２

は、Ｆ２に対し、本件同意書等を差し入れており、これらに添付された地

積測量図によれば、賃借地はＭ４１番８の土地及びＭ４１番９の土地に相

当する位置になっている。Ｆ２も、これに基づき、Ｍ４１番１の土地の分

筆手続をしている。 20 

なお、被告の錯誤の主張については争う。仮に錯誤が認められるとして

も、Ａ２には重過失がある。 

イ Ｃ土地及びＤ土地について 

Ａ２とＦ２との間で、昭和４７年１月１日以降、Ｃ土地及びＤ土地につ

いて、賃貸借契約は締結されておらず、Ａ２は、所有者であるＦ２及び空25 

港公団に無断で耕作を開始したにすぎない。 
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 （２）賃借権の時効取得 

   ア Ａ土地について 

   【被告の主張】 

Ａ２は、Ａ土地について、昭和６３年４月から耕作を再開して占有を開

始しており、その占有開始時に善意無過失であったことが認められるので、5 

１０年間の短期取得時効により、平成１０年４月、Ａ土地の賃借権の取得

時効が成立した。 

  【原告の主張】 

  取得時効の成立については争う。 

Ａ２は、昭和６３年３月頃、耕作地を本来の賃借地に戻すために本件同10 

意書を作成しており、本件同意書には、本来の賃借地がＭ４１番８の土地

及びＭ４１番９の土地に相当することが記載されている。すなわち、Ａ２

は、本件同意書等により、賃借地はこれらの土地に相当すると考えられる

Ｂ土地及びＥ１土地である旨の意思表示をしているのであるから、Ａ土地

について賃借の意思を認めることはできない。 15 

また、Ａ２は、賃料についても、あくまで賃借地がＢ土地及びＥ１土地

であることを前提として支払っていたのであり、Ａ土地の賃料を支払う旨

の意思表示は存在しないし、賃貸人であるＦ２もＢ土地及びＥ１土地の賃

料として受け取っていたのであるから、Ａ土地について、賃借の意思が客

観的に表現されていたともいえない。 20 

したがって、Ａ土地の賃借権の時効取得は成立しない。 

   イ Ｃ土地及びＤ土地について 

【被告の主張】 

（ア）Ｃ土地について 

Ａ２は、昭和４６年１２月からＣ土地を耕作して占有を開始しており、25 

その占有開始時に善意無過失であったことが認められるので、１０年間
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の短期取得時効により、昭和５７年１月、Ｃ土地に対する賃借権の取得

時効が成立した。仮に、上記の占有開始時に善意無過失が認められない

としても、Ｃ土地をＦ２から賃借しているものと認識して平穏かつ公然

と耕作を続け、Ｃ土地の賃借料を含むものとして毎年年末にＦ２に小作

料を支払ってきており、２０年が経過した平成４年１月、Ｃ土地に対す5 

る賃借権の取得時効が成立した。 

   （イ）Ｄ土地について 

Ａ２は、Ｄ土地はＳの所有地であるところ、Ｆ２の所有地であり、Ｓ

がＦ２から賃借しているものと誤って認識し、Ｓが昭和４５年からＤ土

地を耕作しなくなったので、遅くとも昭和４６年１２月から、従前より10 

自らがＦ２から賃借していたＭ４１番の土地に加えて、Ｄ土地を賃借す

る意思で耕作して占有を開始しており、その後も平穏かつ公然と耕作を

続け、Ｄ土地の賃借料を含むものとして毎年年末にＦ２に小作料を支払

っているから、２０年が経過した平成４年１月、Ｄ土地に対する賃借権

の取得時効が成立した。 15 

   【原告の主張】 

      取得時効の成立については争う。 

土地賃貸借の時効取得については、土地の継続的な用益という外形的事

実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されて

いることが必要である。そして、Ａ２にＣ土地及びＤ土地の賃借の意思が20 

なかったことは、本件同意書等において賃借地はＭ４１番８の土地及びＭ

４１番９の土地であると記載していることからみても明らかであり、Ｃ土

地及びＤ土地の賃借の意思をうかがわせる証拠はない。 

また、Ａ２は、Ｃ土地及びＤ土地の耕作を始めた後でも、Ｂ土地及びＥ

１土地の賃料しか支払っていないのであるから、Ｃ土地及びＤ土地の賃借25 

権の時効取得は認められない。 
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また、Ｄ土地は、Ｆ２の所有に係る土地ではなく、Ｓの所有に係る土地

であったところ、空港公団は、昭和４４年３月１３日、同土地を買収し、

同月１８日に所有権移転登記を了しており、地主である空港公団に対し賃

料は支払われていないから、取得時効は成立しない。 

第３ 当裁判所の判断①－争点１（本案前の主張等）について 5 

 １ 本件訴えの適法性―農地法違反について 

   被告は、本件訴えは農地法２０条１項に反するから、同条５項により無効で

あると主張する。 

   しかしながら、農地法２０条１項は、農地の賃貸借の当事者は、都道府県知

事の許可を受けなければ、解約の申入れをしてはならない旨を定めるものであ10 

り、これは、農地等の賃借権を保護し、賃借人の地位の安定を図るため、解約

等に制限を加えるものであると解されるところ、本件訴えは、農地の賃貸借契

約が解約の申入れにより終了したことを理由として明渡しを求めるものではな

い。また、本件訴訟において、被告は、原告が明渡しを求める農地は賃貸借契

約の対象農地であると主張しているが、仮に、審理の結果、被告の当該主張が15 

認められた場合、同項の要件を充足しないものとして、請求は棄却されること

になるから、本件訴えの適法性を肯定したとしても、上記の同項の趣旨が没却

されることにはならない。 

したがって、本件訴えは農地法２０条１項に反するものではなく、被告の上

記主張は採用することができない。 20 

 ２ 本件訴えの適法性―権利濫用、信義則違反について 

 （１）被告は、原告は、成田空港の滑走路等の建設に当たって、強制的手段を用

いないことを表明していたにもかかわらず、本件訴えを提起したことは、こ

れに反するものであるから、権利濫用であり、信義則違反であると主張する。 

 （２）そこで、上記の点について検討するに、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によ25 

れば、次の事実が認められる（認定事実）。 
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   ア 「Ｙ１問題」 

空港公団は、昭和４６年２月３日、千葉県収用委員会に対し、成田空港

第一期工事予定地にあったＹ１の土地について、公共用地の取得に関する

特別措置法（特措法）に基づく収用の緊急裁決の申立てをし、同委員会は

同年６月１２日に緊急裁決処分をし、同年９月２０日、これに基づく代執5 

行により、同土地は収用された。 

Ｙ１は昭和４８年に死亡したが、空港公団は、昭和５１年３月３０日、

Ｙ１の相続人であるＹ２に対し、Ｙ１が耕作していた土地の明渡しを求め

る訴訟を提起し、昭和５２年１２月１９日には仮処分の執行をした。 

Ｙ２は、昭和５５年、緊急裁決処分等の取消しを求める訴訟を提起した。10 

平成１２年１２月２８日、Ｙ２と運輸省及び空港公団との間で、運輸省及

び空港公団が、成田空港の建設を急ぐあまり、Ｙ１との話合いの努力を尽

くせないまま、特措法の適用を求めたことについて、深く反省する、仮処

分の執行について、開港を急ぐあまり法律優先の対応をしたことを素直に

反省することを表明し、Ｙ２はこれを了承したことを内容とする合意が成15 

立し、平成１３年２月５日、最高裁判所において、Ｙ２と国土交通大臣と

の間で和解が成立し、上記訴訟は終了した。 

原告及びＹ２らは、平成２７年５月２１日、Ｙ１の補償について、合意

した。（乙１７３～１８５、１８９～１９４） 

   イ Ｂ調査団 20 

   （ア）Ｂ東京大学名誉教授を座長とする「成田空港問題の原因を究明し、そ

の現状を明らかにし、併せて社会正義に適った解決の途を見出すことを

目的とする調査団」（Ｂ調査団）は、成田空港問題を、良識のある話し

合いのもとに、社会的公正にかなった形で解決することを目指して、成

田空港問題シンポジウム（シンポジウム）を主宰し、平成３年１１月２25 

１日から平成５年５月２４日まで、反対同盟（ａ派）、運輸省、空港公
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団、千葉県が参加し、計１５回のシンポジウムが開催された。なお、被

告の属するｋ派はシンポジウムに参加しなかった。 

   （イ）平成５年５月２４日に開催された第１５回シンポジウムにおいて、反

対同盟は、①国側は収用裁決申請を取り下げること、②国は、第二期工

事のＢ・Ｃ滑走路の建設計画を白紙に戻し、地域の人々と民主的に話し5 

合いをすることにより解決の道を探ること、③地域と空港の共生につい

て、国側と対等の立場で自由で話し合うことができる場を設けることを

提案した。 

これに対し、シンポジウムに出席した運輸大臣は、滑走路計画を白紙

に戻すとは、原点にもどって空港づくりを行うという意味から、改めて10 

地元のコンセンサスを丁寧に得ながら空港づくりを行うべきとの趣旨

と理解して、Ｂ調査団の所見を踏まえて、上記提案を受け入れる旨を表

明した。 

また、空港公団総裁も、初心に戻って、白紙の状態で空港計画を地域

によく説明し、丁寧なコンセンサス作りに取り組み、地域の方々と話し15 

合いをすることにより解決の道を探ることと受け止めるとして、上記提

案を受け入れる旨を表明した。（乙１９５） 

  （ウ）シンポジウムを受けて、平成５年９月２０日から平成６年１０月１１

日まで１２回にわたり、運輸省、空港公団、千葉県、関係自治体、住民

団体、反対同盟（ａ派）などが参加し、地域と空港との共生のあるべき20 

姿を討議することを目的とする成田空港問題円卓会議（円卓会議）が開

催された。 

Ｂ調査団は、平成６年１０月１１日の第１２回円卓会議において、「滑

走路計画について」として、①成田空港は、地域との合意を形成しつつ、

その整備を進めていくべきことについては、参加者の認識は一致してい25 

る、②平行滑走路の建設を必要とする運輸省の方針は、世論のすう勢や
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地域社会の多くの意見を踏まえれば理解できるところであるが、平行滑

走路のための用地の取得について、あらゆる意味で強制的手段が用いら

れてはならない、③平行滑走路が完成した時点で、横風用滑走路につい

て環境への影響等を調査した上で改めて提案し、関係する地域社会と十

分話し合いを重ね、その賛意を得て進めるのが適当であるとの所見を示5 

した。これを受けて、円卓会議に出席していた運輸省事務次官及び空港

公団総裁は、上記所見を受け入れる旨を表明した。（乙１９６） 

   ウ 平成７年１月、第１回成田空港地域共生委員会が開催された（被告準備

書面（５９）別紙「耕作権裁判と「成田空港反対闘争関連年表」」）。 

 （３）空港公団は、昭和４５年、Ｍ４１番の土地について、土地収用法に基づく10 

裁決申請をしたが、平成５年６月、これを取り下げている（前提事実（５）

ア）。これは、同年５月のシンポジウムにおいて、運輸大臣及び空港公団総

裁が、反対同盟による収用裁決申請の取下げの提案を受け入れる旨を表明し

たこと（認定事実イ（イ））を踏まえたものである。また、空港公団総裁は、

平成６年１０月の円卓会議において、滑走路計画については、Ｂ調査団が示15 

した民主的な建設の手法を遵守することを当然のことであり、今後の空港づ

くりにあたっては、空港計画地内及び周辺地域の方々と誠意をもって話し合

いを行いたい旨を表明し（乙１９６）、運輸省及び空港公団は、平成１２年

１２月、Ｙ１の土地を、特措法に基づき強制収用したこと、仮処分を執行し

たことについて反省の意を表明している（同ア）。これらの事実からは、空20 

港公団は、成田空港及び同空港施設の建設に際して必要となる用地の取得に

当たって、土地収用法（特措法を含む。）に基づく収用はしないことを表明

したものと認められる。 

    しかしながら、土地収用法に基づく収用による土地の取得の実現と、民事

訴訟手続による土地の取得の実現は、制度趣旨、法的性質を異にするもので25 

ある。すなわち、土地収用法に基づく収用は、特定の公益事業のために必要
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とされる土地を任意で取得しえない場合に、権利者の意思に反しても、強制

的に当該土地を起業者に取得させるとともに、これに伴う損失を補償する制

度であるのに対し、民事訴訟手続は、本来、所有権等の権利を有する者がそ

の権利の存在を確定させる手続であり、判決等により権利の存在が確定され

たにもかかわらず、相手方が任意に履行しない場合には、権利者は、執行手5 

続により、これを実現することができるものである。このような両者の違い

を考慮すると、シンポジウムや円卓会議における空港公団総裁等の各表明が、

民事訴訟手続による権利の実現をしないことまでも表明したものとは認めら

れない。 

    また、空港公団総裁らは、平成５年５月２４日のシンポジウムにおいて、10 

Ｂ滑走路、Ｃ滑走路の建設計画を白紙に戻すとの提案を受け入れる旨を表明

した（認定事実イ（イ））。しかし、Ｂ調査団は、シンポジウムを受けて開

催された平成６年１０月１１日の円卓会議において、①成田空港はその整備

を進めていくべきことについては、参加者の認識は一致しており、平行滑走

路の建設を必要とする運輸省の方針は、世論のすう勢や地域社会の多くの意15 

見を踏まえれば理解できるところである、②平行滑走路が完成した時点で、

横風用滑走路について環境への影響等を調査した上で、改めて提案し、関係

する地域社会と十分に話し合いを重ね、その賛意を得て進めるのが適当であ

るとの所見を示しており（同イ（ウ））、これによれば、成田空港の建設は

もとより、シンポジウムで白紙に戻すとされた平行滑走路であるＢ滑走路の20 

建設についても、円卓会議の協議の結果、その建設の必要性自体については、

多くの地域住民の理解を得たものと解される。 

他方、被告の属するｋ派は、そもそもシンポジウムや円卓会議に参加して

いなかった上、被告は、成田空港の建設自体を許容するものではなく、成田

空港は誤った経済政策に基づいて建設されたものであり、公共性は存在しな25 

いと主張していること（被告準備書面（３４）５頁以下）などに照らすと、
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成田空港の存在を前提とした解決を目指す原告の立場と、成田空港の廃港を

目指す被告の立場は相いれないものであり、客観的にみて、原告と被告との

話し合いの場を設定しても、両者の間に着地点を見出すことができる現状に

ないことは明らかであり、近い将来にこれが可能となる見通しもない。 

    上記によれば、シンポジウムや円卓会議における空港公団総裁等の各表明5 

により、本件訴えが権利の濫用であり、信義則に反することになるものでは

ない。 

 （４）被告は、本件訴えは違法な成田空港やＢ´滑走路の建設、供用を目指すも

のであるから、違法であると主張する。 

    しかしながら、成田空港の工事実施計画は、昭和４２年１月３０日、運輸10 

大臣により認可されている（成田空港予定の周辺住民らは、昭和４２年４月

２２日、上記認可処分の取消しを求める行政訴訟を提起したが、平成１５年

１２月１８日、周辺住民らの請求を棄却する旨の判決が確定している。被告

準備書面（１）、原告準備書面（４））。また、平成１１年１２月、Ｂ滑走

路の長さを２１８０ｍ（Ｂ´滑走路）、着陸帯の幅を１５０ｍに変更すると15 

した工事実施計画の変更も、運輸大臣により、認可されている（周辺住民ら

は、上記認可処分の取消しを求める訴訟を提起したが、平成１９年１０月１

９日の一審判決及び平成２１年６月１日の控訴審判決において、請求は認め

られなかった。被告準備書面（５９）別紙「耕作権裁判と「成田空港反対闘

争関連年表」」）。（前提事実（２）イ、オ） 20 

    そして、本件訴訟が提起された当時、既にＢ´滑走路は供用が開始されて

おり、短縮されたＢ´滑走路を北側に延伸して２５００ｍとする計画も、国

土交通大臣により認可されていた（前提事実（２）キ）。成田空港は、当初

の事業計画書では、Ａ滑走路及びＢ滑走路の供用を前提として、昭和６１年

度に乗降旅客数１６００万人、発着回数１８万１０００回になることが想定25 

されていたところ（甲７０）、昭和５３年の開港以来、国内外の空港を結ぶ
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拠点として、多くの乗降客に利用されており、コロナ禍前においては、１日

平均５１２便が離着陸し、空港旅客数は年間３０００万人を超えており（甲

２５）、また、本来、約２５００ｍの滑走路（Ｂ滑走路）を整備する計画で

あったところ、空港建設の反対運動により工事が遅れたため、当面の航空需

要に応えるために、暫定的に、Ｂ´滑走路が整備されるに至ったこと（同（２）5 

オ）に照らすと、成田空港には公共性、公益性があり、Ｂ´滑走路の供用、

延伸は成田空港の機能の充実等に資するものである。被告は、コロナ禍によ

る航空機需要の低下や羽田空港の国際化等を指摘するが、これらの事情によ

り、現時点における成田空港の公共性、公益性や、機能充実の必要性が、直

ちに否定されるものではない。 10 

なお、平成１５年１月２７日、成田空港において、旅客機がオーバーラン

して停止したインシデントが発生したが、その原因については、機長が意図

したよりも早い速度で進入着陸し、接地位置が大幅に延びたため、滑走路内

に停止することができなかったことによるものであり（甲１９）、成田空港

又はＢ´滑走路の構造に原因があったとまでは認められず、他に成田空港又15 

はＢ´滑走路の構造に、乗員や周辺住民の安全の観点から、およそ供用する

ことが許容されないというべき瑕疵があることを認めるに足りる的確な証拠

もない。 

上記によれば、成田空港における航空機の離発着により周辺住民に一定の

騒音被害をもたらしている可能性があること自体は否定できないことをしん20 

しゃくするも、本件訴えが、成田空港の建設やＢ´滑走路の供用等につなが

るものであるとして、権利の濫用であることが基礎づけられるものではない。 

 （５）被告は、本件訴えは成田空港の廃港を主張する反対同盟の活動を抑えるこ

とを目的とするものであると主張する。 

しかしながら、本件訴えは、Ｂ´滑走路を延長して２５００ｍにする計画25 

が認可されたところ、被告の耕作地がＢ´滑走路への西側誘導路の予定地に
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あるため、西側誘導路がこれを迂回する「への字型」の形状（カーブ）に整

備され、この結果、西側誘導路上の航空機は、平行滑走路で離発着を行う航

空機の安全に万全を期すために、「への字型」形状（カーブ）の手前で待機

することが余儀なくされていたことから（甲８１）、西側誘導路を直線化す

ることにより、安全性を確保するとともに、航空機の離発着をより円滑にす5 

るために、被告に対し明渡しを求めるものである。また、昭和６３年当時、

Ｔ地区にはＡ２を含む５戸が農業等を営んでいたが、Ａ２以外の者は、既に

平成８年から平成１０年までの間までの間に空港公団との間で売買契約、補

償契約を締結しており（被告準備書面（５９）６０～６３頁）、被告の耕作

地のみが直線化の支障となっていた。このほか、本件訴えによって、反対同10 

盟の活動が抑制された形跡はうかがえないことに鑑みると、被告の上記主張

は、認識を異にするものであり、採用することはできない。 

 （６）以上によれば、本件訴えが権利の濫用であり、信義則に反するとの被告の

主張は採用することができない。 

 ３ 訴えの変更について 15 

   原告は、平成２３年１月１７日付け訴えの変更申立書により、本件工作物を

収去して乙土地を明け渡すことを求め、明渡しを求める乙土地の範囲も拡張し

ている。しかしながら、上記申立書は、被告から、現に耕作しかつ原告から借

りている農地の範囲を示す別紙１０実測図（乙９の１・２）が提出されたこと

を踏まえたものである。そして、変更前の請求と変更後の請求について、請求20 

の基礎となる事実関係に同一性が認められ、明渡対象地は西側に約０．４ｍ移

動し、乙土地の面積が４４６２．１６㎡から４４６９．６８㎡に増えたにとど

まり、請求が変更されたことにより、著しく訴訟手続が遅滞するものでもない

（民事訴訟法１４３条１項）。したがって、上記申立書による訴えの変更は、

これを認めるのが相当である。 25 

第４ 当裁判所の判断②－争点２（請求原因）について 
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１ 原告の甲土地及び乙土地の所有について 

（１）空港公団は、ＳとＭ４０番の土地についての売買契約を、Ｆ２とＭ４１番

の土地についての売買契約をそれぞれ締結しており（前提事実（３）イ、ウ）、

これにより、空港公団はＭ４０番の土地及びＭ４１番の土地の所有権を取得

したものと認められる。 5 

 （２）そして、原告は、甲土地はＭ４０番の土地の一部であり、乙土地はＭ４１

番の土地から分筆されたＭ４１番１の土地の一部であると主張するのに対し、

被告は、甲土地はＭ４１番の土地の一部であると主張するものである（乙土

地がＭ４１番１の土地の一部であることは争っていない。）。 

しかしながら、Ｆ２は、昭和５９年５月１１日、別紙４地積測量図（甲１10 

６）のとおりにＭ４１番の土地を分筆しており（前提事実（３）ウ）、同図

におけるＭ４１番の土地の形状は別紙２図面における同土地の形状とおおむ

ね整合するものである。 

そして、Ｍ４０番の土地は、北側においてＭ３９番の土地と、南側におい

てＭ４１番の土地と接するところ（別紙３公図、乙１８）、空港公団がＳか15 

らＭ４０番の土地を取得した昭和４４年当時、空港公団は既にＭ３９番の土

地を所有していた上（前提事実（３）エ）、かつて同土地を所有していたＫ

２や、Ｍ４１番の土地を所有していたＦ２との間で、Ｍ４０番の土地との境

界について争いがあったことは認められない（甲１５～１７、２６、２７。

なお、Ｓの長男は、Ｍ４０番の土地の形状は、別紙２図面のとおりであり、20 

同土地の西側と南側はＦ２の畑であり、Ｆ２の畑と北側のＫ２の畑の間には

人が歩くことができる程度の小道があった旨を、Ｋ２の妻は、Ｍ３９番の土

地の南側はＳの畑とＦ２の畑であった旨をそれぞれ述べている。）。 

また、昭和４４年１２月撮影の航空写真（甲３３）及び昭和４５年８月撮

影の航空写真（甲１５）からは、別紙２図面の甲土地の耕作状況と他の土地25 

の耕作状況は異なるものであったことがうかがえるところである。 
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このほか、Ｃ土地はＩがＦ２との賃貸借契約に基づき耕作していたが、Ｄ

土地はＳが自らの所有地として耕作していたことを考慮すると、Ｍ４０番の

土地及びＭ４１番１の土地の形状、範囲は別紙２図面のとおりであり、甲土

地はＭ４０番の土地の一部であると認められる。 

２ 被告の甲土地及び乙土地の占有について 5 

  原告は、被告が甲土地及び乙土地を占有していると主張するのに対し、被告

はこれを争うところ、被告が主張する占有範囲は別紙１０実測図の緑色の部分

であり、被告がＭ４１番８の土地を占有していることについては争いがないこ

となどに照らすと、被告は甲土地及び乙土地を占有しているものと認められ、

これを覆すに足りる的確な証拠はない（なお、被告も、準備書面（１）３頁に10 

おいて、甲土地、乙土地及びＭ４１番８の土地を耕作していることを認めてい

た。）。 

３ 本件工作物について 

証拠（甲６９、乙９の１、４１９）及び弁論の全趣旨によれば、被告は、乙

土地上に設置された堆肥場である本件工作物を所有していると認められる。 15 

第５ 当裁判所の判断③－争点３（抗弁１－売買の無効）について 

 １ 農地法３条違反の主張について 

 （１）被告は、空港公団は、Ｆ２と農地であるＭ４１番の土地に係る売買契約を

締結しているが、同土地を農地として利用することを目的として取得するの

であるから、農地法３条１項により、農業委員会の許可が必要となるところ20 

（乙９１）、これを得ておらず、上記の売買契約は無効であると主張する。 

（２）しかしながら、農地を農地以外のものに転用する場合には、農地法３条１

項の農業委員会の許可は不要である（同項ただし書）。 

そして、空港公団は、新東京国際空港公団法により設立された、成田空港

の設置、管理を効率的に行うこと等により、航空輸送の円滑化を図り、もっ25 

て航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の国際的地位の向上に寄与
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することを目的とする公団であって、Ｍ４１番の土地の取得も、空港公団の

事業に必要な土地として取得したものである（甲３６）。また、Ｍ４１番の

土地は、その大部分が工事実施計画の認可処分による告示区域内に所在し、

Ｂ滑走路の供用に資する用地であり（甲８０）、現に、空港公団は、Ｍ４１

番の土地についての土地収用法に基づく裁決申請をし（前提事実（５）ア）、5 

また、平成１８年７月３日付けで、千葉県知事に対し、Ｍ４１番の土地等を

空港用地に転用するとして解約申入れをするとして、本件許可申請（賃貸借

の解約申入れに係る農地法２０条１項の許可申請）をしている（甲６７・別

紙Ｄ）。なお、空港公団は、取得後、直ちに空港の業務に供するための敷地

として整備していないが、これは用地取得が計画通りに進まなかったことに10 

よるものと認められるから、このことによって転用目的が否定されるもので

もない。 

上記によれば、空港公団は、Ｍ４１番の土地を農地以外のものに転用する

目的、すなわち空港の敷地として供する目的で、同土地を取得するものと認

められるから、当該売買契約については、農地法３条１項の農業委員会の許15 

可は不要である（なお、Ｍ４０番の土地の売買契約についても、同様である。）。 

   したがって、被告の上記（１）の主張は採用することができない。 

２ 農地法５条違反の主張について 

 （１）被告は、空港公団がＦ２からＭ４１番の土地を取得するに際しては、農地

法５条１項に基づく都道府県知事の許可が必要となるところ、これを得てい20 

ないから、同土地に係る売買契約は無効であると主張する。 

 （２）しかしながら、農地法５条１項は、農地を農地以外のものに転用するため、

所有権を取得する場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない旨

を定める一方で、同項各号のいずれかに該当する場合を例外としており（同

項ただし書）、同項４号は「その他農林水産省令で定める場合」と定め、省25 

令である農地法施行規則７条１１号は、空港公団が成田空港の敷地等に供す
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るなどのために所有権等を取得する場合を定めている（乙９４）。 

    そして、前記１のとおり、空港公団はＭ４１番の土地を成田空港の敷地に

供する目的で取得したものであるから、農地法施行規則７条１１号所定の事

由に該当し、同土地の取得につき、農地法５条１項に基づく都道府県知事の

許可は不要である（なお、Ｍ４０番の土地についても、同様である。）。 5 

 （３）これに対し、被告は、農地法施行規則７条１１号は、成田空港の空港用地

買収の便宜迅速を図るだけの目的で農地法５条１項の許可を不要としたもの

であるから、農地法５条１項４号の委任の範囲を超えて、立法権を侵害する

ものであり、憲法４１条、１４条、２９条１項、３１条に違反し、違憲無効

であると主張する。 10 

しかしながら、農地法５条１項の規制の目的は、土地の農業上の効率的な

利用を図り、営農条件が良好な農地を確保することによって、農業経営の安

定を図るとともに、国土の合理的かつ計画的な利用を図るための他の制度と

相まって、土地の農業上の利用と他の利用との利用関係を調整し、農地の環

境を保全することにあると認められる（最高裁平成１２年（あ）第５８５号15 

同１４年４月５日第二小法廷判決・刑集５６巻４号９５頁参照）。そして、

同項は、本文において農地の転用のための権利移動を制限しつつ、ただし書

でその制限の例外を認めており、具体的には、権利を取得する者が国又は都

道府県である場合（１号）、土地収用法その他の法律によって農地に関する

権利が収用又は使用される場合（２号）等を定めている（乙９４）。このよ20 

うな同条の趣旨及び内容に照らせば、同条１項４号は、同法の趣旨に反した

農地転用を行わないと考えられる規制主体が農地の権利移転を行う場合や、

法律で定める事業の認可等を通じて公益性又は公共性が担保される事業によ

って農地の権利移転が行われる場合等について、例外的に都道府県知事等の

許可を不要とすることを委任するものと解することができ、このように解す25 

る限りにおいて、農林水産省令への委任は憲法上許容されるものである。 
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そして、成田空港の設置等については運輸大臣の認可を受ける必要があり

（航空法５５条の３）、空港公団の事業計画等については毎事業年度開始前

に運輸大臣の認可を受ける必要があるなど（新東京国際空港公団法２６条）、

空港公団は運輸大臣の監督下にあり（同法３６条等）、その事業の公益性及

び公共性が担保されているといえるから、その敷地等に供するための農地取5 

得について農地法５条１項の許可を不要とする農地法施行規則７条１１号は、

同法５条１項４号の委任の範囲を超えるものではなく、憲法４１条に違反す

るものではない。 

さらに、農地法施行規則７条１１号は、農地法５条１項の都道府県知事の

許可が不要とされた対象が成田空港の敷地等に係る農地の権利取得であるか10 

らといって、合理的な理由を欠く差別的な取扱いであると認められるもので

はなく、また、同項の都道府県知事の許可を不要とするものであって、農地

の賃借人の権利を強制的に奪うことを規定するものでもないから、農地法施

行規則７条１１号は、憲法１４条、２９条１項、３１条に違反するものでも

ない。 15 

したがって、被告の当該主張は採用することができない。 

 （４）被告は、平成１０年の農地法の改正により、同法５条１項の都道府県知事

の許可については、小作権者の同意が要件となったところ（同条２項３号）、

Ｍ４１番の土地の売買については小作権者であるＡ２の同意はないから、同

土地に係る売買契約は、同条に反し、無効であると主張する。 20 

    しかしながら、Ｍ４１番の土地に係るＦ２と空港公団の売買契約の締結は

昭和６３年４月１２日のことであり、この点を措くとしても、上記の農地法

５条２項は同条１項の都道府県知事の許可の要件に関する規定であり、既に

述べたとおり、上記の売買契約については、同法５条１項４号により、都道

府県知事の許可を要しないものである。また、同条２項３号は、申請に係る25 

農地を当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合を不許可



39 

 

事由とするものであるが、Ｍ４１番の土地の位置関係等からして、空港公団

が同土地を空港の敷地に供することは確実であったと認められる。なお、農

地法５条１項の都道府県知事の許可の要否にかかわらず、農地の賃貸借契約

の解約等については、賃借人保護のため、都道府県知事の許可が必要とされ

（農地法２０条１項）、許可事由も同条２項で定められている。 5 

    上記によれば、被告の当該主張は採用することができない。 

 （５）被告は、Ｍ４１番の土地には告示区域外の土地が含まれていたから、農地

法５条１項の千葉県知事の許可が必要であると主張する。 

しかしながら、本件告示は、認可された工事実施計画における飛行場の位

置・範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面や、指定され10 

た延長進入表面、円錐表面及び外側水平表面を告示するものであり（前提事

実（２）イ）、他方、農地法施行規則７条１１号は、農地転用のための権利

移動の例外として、空港公団が成田空港の敷地に供するために取得する場合

を定めるものであることに照らすと、本件告示に係る区域（告示区域）と、

農地法施行規則７条１１号における空港の敷地を、同一の範囲に解すべき合15 

理的な理由は見出し難い。また、Ｍ４１番の土地の面積は１万３２５８．９

３㎡であるところ、告示区域内の部分は９９８４．５㎡であり、区域外の部

分も滑走路、誘導路や旅客ターミナル周辺のエプロンから近接した場所にあ

る（甲３０、８０）。 

上記によれば、Ｍ４１番の土地に告示区域外の部分が含まれるとしても、20 

同土地の売買について、農地法５条１項の都道府県知事の許可が必要である

と解するのは相当でないから、被告の当該主張は採用することができない。 

３ 農地法６条違反の主張について 

（１）被告は、農地法６条１項１号は、国以外の者は、その所有者の住所のある

市町村の区域の外にある小作地を所有してはならないと規定していたとこ25 

ろ（乙９１）、空港公団が、Ｍ４０番の土地及びＭ４１番の土地を取得した
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当時、その住所地は東京都内にあったから、空港公団によるこれらの土地の

取得は同号に違反すると主張する。 

（２）しかしながら、上記の小作地とは、耕作の事業を行うものが所有権以外の

権原に基づいてその事業に供している農地をいうところ（乙９１）、空港公

団が取得したＭ４０番の土地には小作人（農地につき所有権以外の権原に基5 

づいて耕作の事業を行う個人）はいなかったのであるから、同土地は小作地

とは認められない。 

   空港公団は、当初、主たる事務所を東京都内においていたが、成田空港の

位置は、新東京国際空港の位置を定める政令（昭和４１年７月５日政令第２

４０号）により、千葉県成田市と定められていた。そして、上記の農地法６10 

条１項１号の規定は、「農地はその耕作者みずからが所有することが最も適

当である」との認識（自作農主義）に基づくものであり、所有制限に該当す

る小作地を強制的に譲渡させ、この譲渡に応じない場合には国がこれを買収

して、その小作農に売り渡すことにより、小作農の自作農化を図るものと解

されるところ（甲６４、乙９２）、空港公団は、Ｍ４０番の土地等を空港の15 

敷地として利用することを目的として取得するものであり、農地として利用

することを目的とするものではないから、空港公団による取得は上記の自作

農主義の趣旨に抵触するものではない。 

   このほか、農地法６条に違反した場合の効力規定はないことを考慮すると、

空港公団によるＭ４０番の土地等の取得は、農地法６条１項１号により、無20 

効となるものではないと判断するのが相当である。 

４ 用地事務取扱規定違反の主張について 

（１）被告は、空港公団の用地事務取扱規定第３８条には、「取得し、又は使用

しようとする土地に用益物権、担保物権等が設定されている場合においては、

土地所有者及び関係人にこれらの権利を消滅させるものとする。」と規定さ25 

れ（甲４５）、空港公団が小作権付きで土地を買収することは禁止されてい
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たのであるから、空港公団が、Ａ２の小作権放棄の同意を得ないまま、Ｍ４

１番の土地を取得したことは、同条に違反し、無効であると主張する。 

（２）しかしながら、用地事務取扱規定は空港公団の事務処理に関する内規にす

ぎないから、これに違反したからといって、直ちに空港公団によるＭ４１番

の土地取得の私法上の効力が否定されるものではない上、空港公団による用5 

地取得が、用益物権等の設定されていない状態で行われることが望ましいと

しても、小作権付きでの取得を禁止するまでの合理的な理由もない。空港公

団は、Ｆ２が、Ｉ及びＮと同様に、Ａ２の権利を消滅させる内容でのＭ４１

番の土地の取得を目指してきたが、これが実現しなかったものである。 

   したがって、被告の上記（１）の主張は採用することができない。 10 

５ 以上のほか、被告の本件訴訟におけるその余の主張を考慮しても、Ｍ４０番

の土地及びＭ４１番の土地の売買契約が無効であるとは認められない。 

第６ 当裁判所の判断④－争点４（抗弁２－被告の占有権原）について 

 １ 被告は、甲土地及び乙土地について賃借権を主張するところ、賃借権の発生

原因は、①地主との合意及び②時効取得である。 15 

そこで、被告の賃借権の有無について検討するに、後掲各証拠及び弁論の全

趣旨によれば、次の事実が認められる（認定事実）。 

（１）Ａ２がＣ土地で耕作するまでの経緯等 

   ア Ａ１は、大正１０年頃から、Ｆ１より現在のＭ４１番の土地を借りて耕

作をするようになった（乙４１９）。 20 

      Ａ２は、昭和２５年８月１日、Ｆ１との間で、（略）Ｔ２９３番の１の

土地に係る本件賃貸借契約を締結したが、同契約は、賃借地の面積を４反

７畝（約４６６１㎡）とするものであった（前提事実（４）ア）。 

イ Ｆ１は昭和３２年１０月６日に死亡し、Ｆ２はＭ４１番の土地を相続に

より取得した（乙８）。 25 

また、Ａ１は昭和３７年７月８日に死亡し、Ａ２はＡ１の賃借権を相続
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により取得した（乙２９８）。 

ウ Ｍ４１番の土地は、Ａ２のほかに、Ｉ及びＮも、Ｆ１から借りて、耕作

していた。Ｉの賃借地の面積は合計６反４歩（約５９６３㎡）、Ｎの賃借

地の面積は３反３畝１０歩（約３３０５㎡）であった。（甲２、４０、４

１、乙８５） 5 

エ Ａ２は本件関係土地図のＡ土地及びＢ土地を、ＩはＣ土地、Ｅ１土地及

びＥ２土地を、ＮはＦ土地を、ＳはＤ土地をそれぞれ耕作していた。 

 しかし、昭和４６年１２月頃、既に、ＮはＦ土地の耕作を、ＳはＤ土地

の耕作をそれぞれ止めており、また、Ａ２は、Ｉから農道がないため耕作

しづらいので交換してほしいとの申入れがあったことから、Ａ土地とＣ土10 

地の耕作場所を交換し、Ａ２は、Ｂ土地、Ｃ土地及びＤ土地を、ＩはＡ土

地、Ｅ１土地、Ｅ２土地及びＦ土地をそれぞれ耕作するようになった。（乙

１５） 

 （２）Ａ２がＡ土地での耕作を開始するまでの経緯等 

   ア Ｉは、所有するＭ４２番２の土地の一部を、反対同盟の現地闘争本部の15 

敷地に提供していたが、昭和５７年２月、空港公団と交渉していたことが

発覚したため、反対同盟の委員長代行及び副委員長の地位を解任された。

その後、Ａ２は、反対同盟の本部役員に就任した。（乙２８１、３２７、

３３４） 

  イ Ｆ２は、昭和４４年にＭ４４番２の土地を空港公団に売却し、昭和４７20 

年にはホテル営業を目的とした株式会社成田プラザホテルを設立し、昭和

５０年、ホリディ・イン成田を開業した。 

    しかし、同社は、昭和６２年８月、累積赤字のため、解散し、代表取締

役であったＦ２は清算人となり、同年９月１日、ホリディ・イン成田は東

武鉄道株式会社に譲渡された。（乙２６８～２７０、３０９、３２４、３25 

２５） 
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ウ（昭和５９年の分筆等） 

（ア）Ｆ２は、成田空港開港後の昭和５４年以降、空港公団に対し、Ｍ４１

番の土地の代替地を要求するようになり、昭和５９年には、耕作者（Ａ

２、Ｉ及びＮ）解約料を現物（耕作地）で渡すため、別紙４のとおり、

Ｍ４１番の土地を７筆に分筆した。 5 

分筆された各土地の面積は、Ｍ４１番１の土地は３２４７．７８５４

㎡、４１番２の土地は１２５６．７７２２㎡、Ｍ４１番３の土地は５４

０．０４０５㎡、Ｍ４１番４の土地は３０９６．７９７６㎡、Ｍ４１番

５の土地は１３２７．２００６㎡、Ｍ４１番６の土地は１３３７．５６

３４㎡、Ｍ４１番７の土地は３１２４．４１８８㎡であった（甲１６）。 10 

（イ）空港公団は、千葉県収用委員会に対し、昭和６２年４月２４日付けで、

「裁決申請書及び明渡裁決申立書の記載事項の変更について（報告）」

と題する書面（甲４７）を提出し、分筆されたＭ４１番の土地について、

４１番２、３、６及び７の土地についてはＩが、４１番１の土地につい

てはＮが、４１番４及び５の土地についてはＡ２がそれぞれ賃借権を有15 

するとして、裁決申請書等の変更について報告し（甲４７）、また、平

成元年３月２７日付けで、昭和６３年１月２６日の合筆の事実と同年８

月２４日の分筆の事実を報告した（甲７４）。 

（ウ）なお、空港公団は、昭和１３年から昭和４５年までの間、Ａ２の耕作

地はＡ土地及びＢ土地、Ｉの耕作地はＣ土地、Ｅ１土地及びＥ２土地、20 

Ｎの耕作地はＦ土地であったが、昭和４６年頃、Ａ２とＩは、土地所有

者（Ｆ２）の了解なく、耕作場所を変更し、現在に至っているものと認

識していた（乙８５）。 

   エ（地代の未払等） 

 Ａ２は、昭和５０年頃から、Ｆ２に対し地代を支払っていなかった。 25 

Ａ２らは、昭和６０年７月、空港公団を被告として、成田空港第二期工
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事の差止めを求める訴訟を提起したが（千葉地方裁判所昭和６０年（ワ）

第９１９号。二期工事差止訴訟）、反対同盟の法対部で活動していたＨは、

上記の未払いの事実を知り、これは非常にまずいと考えて、Ａ２と相談し、

Ａ２は、同年８月１日、Ｆ２に対し、昭和５８年から昭和６０年までの３

年分の地代として合計３１万０２００円を支払った。このとき、Ｆ２が作5 

成した領収証（乙１３４）には、「成田市Ｔ（略）Ｍ４１畑４６５７㎡、

成田市（略）Ｄ６１８田５７０㎡の地代 昭和５８年、５９年、６０年分

として」と記載されていた（なお、Ｍ４１番の土地の地代は年６万０５９

３円である。甲６７、乙１６７）。以後、Ａ２及び被告は、平成１５年ま

でＦ２に対し、平成１６年及び１７年は原告に対し、それぞれ地代を支払10 

い、平成１８年からは原告を被供託者として供託している。（乙１５、４

０、１３４、１３６～１６５、３９３） 

  オ（昭和６２年１２月２６日） 

 Ｆ２は、昭和６２年１２月２６日、Ａ２に対し、資金繰りが苦しいこと

から、Ａ２の小作地（４反７畝）の３分の１をＡ２名義にすることを提案15 

した（甲４２の１、乙１５）。 

Ａ２は、Ｆ２に対し、当初の小作状況について、Ａ２の小作地はＢ土地

に相当する２反７畝とＥ１土地に相当する２反、Ｉの小作地はＣ土地に相

当する部分である旨を説明した（甲４２、４３、乙７６の１・５～７、１

５、３５～３６頁）。 20 

Ｆ２は、Ａ２に対し、小作地をもとの場所に戻すことを求めた（乙８６）。 

   カ（昭和６３年１月２８日付け覚書） 

 Ｆ２と空港公団は、昭和６３年１月２８日、Ｍ４１番の土地を一部賃借

権付きで空港公団に譲渡するものとし、Ａ２が賃借している場所及び面積

の確定次第、速やかに土地売買契約を締結する旨の覚書（甲７１。本件覚25 

書）を作成した。 
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本件覚書には、①Ａ２に賃貸している面積は４６６１㎡であり、Ｆ２は、

Ａ２の賃借権を有する場所及び面積を確定するために、Ａ２に対して現場

立会等の協力要請を行うこと、②Ｉに賃貸している面積は５９６３．６２

㎡であり、Ｉの賃借権については、Ｆ２が責任をもって解決すること、③

Ｎに賃貸している面積は３３０５㎡であり、Ｎの賃借権については、Ｆ２5 

が責任をもって解決すること、④空港公団は、Ａ２の賃借地を確定するた

めに、Ｉ及びＮに対して現場立会等の協力要請を行うことが記載されてい

た。 

   キ Ｉは、昭和６０年８月、反対同盟の現地闘争本部の敷地（２０坪）をＭ

４２番３の土地として分筆した上で、Ｍ４２番１の土地及びＭ４２番２の10 

土地を空港公団に譲渡したが、同年１１月、脳出血で入院した。そのため、

Ｉの耕作地では、昭和６１年３月頃から、マルチ（農業用ビニール）が貼

られて、耕作が行われなくなった。そして、Ｉは、昭和６２年４月、Ｇ町

に転居した。（乙１１、４１、３２７） 

 （３）昭和６３年 15 

   ア 空港公団は、昭和６３年３月８日、Ｔ区の自主耕作地をフェンスで囲い

込む工事を開始し、翌９日、これを阻止しようとした反対同盟の関係者が

逮捕された（乙４２２～４２７）。 

   イ 同月１１日、二期工事差止訴訟において、Ａ２の第２回本人尋問が実施

された（乙２８２）。 20 

   ウ Ａ２は、同年４月、Ａ土地での耕作を開始した。 

エ 空港公団は、同月１２日、Ｆ２との間で、Ｍ４１番の土地に係る土地売

買契約を締結したが、これにはＡ２の賃借権があり、その範囲を示すもの

として添付された地積測量図は本件同意書等に添付されたものと同一であ

った（甲３６）。 25 

オ 運輸省及び空港公団は、同年７月１４日、千葉県収用委員会に対し、昭
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和４６年から中断していた、第二期工事の対象区域内にある未収用地の収

用あっせんの審理の再開を要請することにした（乙３２０）。 

カ 空港公団及びＦ２は、昭和６３年７月１９日、佐倉簡易裁判所において、

Ｆ２は、空港公団に対し、Ｍ４１番の土地につき、空港公団が所有権を有

することを確認し、かつ昭和６３年４月１２日付け売買契約により、所有5 

権移転登記手続を行う義務があることを確認すること、Ｆ２は、空港公団

が請求したときは、即時、空港公団に対し、Ｍ４１番の土地につき、上記

売買を原因とする所有権移転登記手続をする旨の内容の和解をした（乙１

０）。 

 （４）平成１５年以降 10 

ア 空港公団は、平成１５年１２月２４日、Ｍ４１番１の土地、Ｍ４１番８

の土地、Ｍ４１番９の土地について、所有権移転登記手続をした（前提事

実（３）ウ（キ））。 

イ 空港公団は、被告に対し、同日付けで、被告はＭ４１番８の土地及びＭ

４１番９の土地に賃借権を有していることから、同賃貸借契約の解約につ15 

いて相談したい旨を連絡し（甲１３）、平成１６年１月１７日付けで、代

替農地として、空港敷地外の隣接地や被告所有の畑の隣接地等の提供を提

案した（甲２１）。 

また、空港公団は、同年２月９日付けで、Ｍ４１番８の土地及びＭ４１

番９の土地の賃貸借の解約について相談したい旨連絡するとともに、Ｍ４20 

０番の土地及びＭ４１番１の土地については、賃貸借契約が存在せず、無

権原で耕作されている土地であるとして、直ちに明け渡すよう求めた（甲

１４）。 

 これに対し、被告の代理人弁護士は、同月２４日付けで、原告に対し、

Ｍ４１番８の土地及びＭ４１番９の土地は、Ａ２が戦後まもなくＦ１との25 

間で小作地として農地賃貸借契約を締結し、その後、小作契約をＦ２と被
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告との間で承継継続してきたものであり、Ｍ４０番の土地及びＭ４１番１

の土地の一部については、小作耕作権を時効取得して現在に至っており、

権原なく耕作しているものではない旨を通知した（甲２２）。 

  ウ 被告の代理人弁護士は、原告に対し、平成１６年８月２日付けで、Ｂ´

滑走路の供用停止を求め、平成１８年６月２０日付けで、賃貸借の解約を5 

提案するのであれば、まず、Ｂ´滑走路の供用停止と北側延伸方針の撤回

を表明すべきであると伝えた（甲２４の２、６７）。 

エ 原告は、平成１８年７月３日付けで、成田市農業委員会に対し、千葉県

知事に対し、被告はＭ４１番８の土地及びＭ４１番９の土地について賃借

権を有しているとして、各土地に係る農地賃貸借契約の解約申入れについ10 

ての許可を申請した（前提事実（５）ウ）。 

 ２ 合意に基づく賃借権について 

 （１）Ａ土地について 

ア 被告は、Ａ２とＦ２との本件賃貸借契約に基づき、Ａ土地の賃借権を主

張するものである。本件賃貸借契約は、（略）Ｔ２９３番の１の土地（４15 

反７畝）に係るものであるが（認定事実（１）ア）、（略）Ｔ２９３番の

土地（１町４反１４歩）は、昭和２９年の町名地番変更により、Ｍ４１番

の土地（１町４反１４歩）となり（前提事実（３）ウ））、また、Ｆ２が

作成した領収証（乙１３４）にも、Ｍ４１番の土地（４５６７㎡）の地代

として受領した旨が記載されていること（認定事実（２）エ）に照らすと、20 

本件賃貸借契約でいう（略）Ｔ２９３番の１の土地はＭ４１番の土地を意

味するものと解するのが相当である。 

イ 本件賃貸借契約の内容等 

（ア）上記のとおり、本件賃貸借契約はＭ４１番の土地に係るものであるが、

同土地の面積は１町４反１４歩（約１万３９３０㎡）であるところ、契25 

約書には、賃借地について、面積は「４反７畝」（約４６６１㎡）と記
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載されているにとどまり、同土地における具体的な場所、範囲は記載、

特定されておらず（甲２０、乙１５）、また、当時、Ｍ４１番の土地は、

Ａ２のみならず、Ｉ及びＮも、Ｆ１とそれぞれ同土地についての賃貸借

契約を締結して、耕作を行っていたものであり、Ｉ及びＮとの各賃貸借

契約においても、同様であり、同土地における賃借地の具体的な場所、5 

範囲が特定されていたとは認められない（なお、Ａ２とＷ１との間のＴ

７８番の土地等に係る賃貸借契約においても、賃借地は同土地の一部と

なっているが、その具体的な場所、範囲は特定されていない。甲４３、

６７、乙３０７）。 

また、Ａ２は、昭和６０年に成田市農業委員会に小作権の登録をした10 

が、その内容も、Ｍ４１番の土地（１町４反１４歩）のうち４反７畝と

するものであり、同土地における具体的な場所、範囲については特定さ

れていなかった（乙１５）。 

このほか、①Ａ２、Ｉ及びＮの賃貸借契約で定められた賃借地の面積

の合計はＭ４１番の土地の面積に相当するものであり、②Ｆ２は、被告15 

訴訟代理人弁護士らに対し、Ｆ１は温情で貸したにすぎない旨を説明し

（乙７６の１・４～５頁）、Ｆ１に各賃借地の場所等に関心があったと

はうかがえず（現に、Ｆ２もこれを把握していなかった。乙７６の１・

１３、４５頁。被告準備書面（５９）３４２～３４３頁）、③Ｆ２と空

港公団との本件覚書においては、Ａ２の賃借地を確定するために、空港20 

公団がＩ及びＮに対し現場立会等の協力要請を行うことを合意している

こと（認定事実（２）カ）などに照らすと、本件賃貸借契約は、賃借地

の面積のみを定めるものであって、賃借地の場所、範囲を具体的に定め

るものではなかったと認められる。 

（イ）そして、Ａ２は、昭和４７年以前はＡ土地及びＢ土地を、同年から昭25 

和６２年まで、Ｂ土地及びＣ土地を耕作地としており、Ｉは、昭和４７
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年以前はＣ土地、Ｅ１土地及びＥ２土地を耕作地としていたが、同年以

降はＡ土地、Ｅ１土地、Ｅ２土地及びＦ土地を耕作地としており（認定

事実（１）エ、（３）ウ）、これらの耕作地の変更がＦ２との協議の結

果であることを認めるに足りる証拠はないから（Ｆ２は、被告訴訟代理

人弁護士らに対し、耕作地の変更が、同人の断りなしに行われたと述べ5 

ている（乙７６の１・２５頁）。Ｆ２が作成した甲４２の１にも、Ａ２

が「内緒で」Ｃ土地の耕作をしている旨が記載されている。）、これは

賃借人間での協議により変更されたものと認められる。 

（ウ）上記によれば、Ａ２は、本件賃貸借契約に基づく限りにおいて、賃貸

人であるＦ２に対し、Ｍ４１番の土地のうち約４６６１㎡の賃借権を主10 

張することができたにとどまり、同契約に基づき、Ａ土地の賃借権を主

張することができる法的地位にあったとは認められない。Ａ２がＦ２に

対しＡ土地の賃借権を主張するためには、本件賃貸借契約に加えて、同

人との間でＡ土地を賃借地とする旨の合意の成立が必要となる（この合

意の有無については、後記エのとおりである。）。 15 

（エ）なお、空港公団は、昭和４５年頃までＡ２の耕作地はＡ土地及びＢ土

地であったと認識していた（認定事実（２）ウ）。しかしながら、①そ

もそも空港公団はＡ２の賃借地ないし耕作地を正確に把握できる立場に

はなかった上（空港公団がＡ２から事情を聴取することができる状況に

あったとは認められない。）、②空港公団は、昭和４６年頃、Ａ２は、20 

土地所有者の了解なく、Ｉと耕作地を交換したと認識しており（同（２）

ウ）、③Ａ２も、昭和６２年１２月２６日、Ｆ２に対し、Ｅ１土地に相

当する部分が賃借地であると説明し（同（２）オ。なお、被告も、甲４

２の１はＦ２がＡ２から聞き取った内容を記載した書面であることにつ

いては、争っていない（被告準備書面（５９）２７１、２８３、２９９、25 

３３５頁）。）、④被告の代理人弁護士も、空港公団に対し、Ｍ４１番
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８の土地及びＭ４１番９の土地については賃貸借契約に基づき占有して

いる旨を回答していること（同（４）ウ）に鑑みると、空港公団の当該

認識は、本件賃貸借契約がＡ土地をＡ２の賃借地とするものであったこ

とを基礎づけるに足りるものではない。 

また、空港公団は、昭和６２年４月２４日付けで、千葉県収用委員会5 

に対し、Ａ土地及びＢ土地に相当すると考えられるＭ４１番４及び５の

土地の賃借人はＡ２であると報告したが（同（２）ウ）、上記①ないし

④の事由のほか、⑤Ｆ２は、昭和６３年１月２６日にＭ４１番１ないし

７の各土地を合筆し、同年８月２４日に分筆し、空港公団も、平成元年

３月２７日付けで、これらの事実を千葉県収用委員会に報告しているこ10 

とに鑑みると、空港公団の当該報告も、本件賃貸借契約がＡ土地をＡ２

の賃借地とするものであったことを基礎づけるに足りるものではない。 

    （オ）また、Ｆ２は、昭和６２年１２月２６日、Ａ２に対し、小作地をもと

の場所に戻すことを求めている（認定事実（２）オ）。しかしながら、

①Ａ２は、同日、当初の小作地について、Ｂ土地に相当する２反７畝と15 

Ｅ１土地に相当する２反である旨を説明しており（同（２）オ）、当初

の小作地の場所について、Ａ２とＦ２との認識が一致していたかは明確

でなく、また、②Ａ２は、同年４月から、Ａ土地での耕作を開始すると

ともに、それまでのＣ土地での耕作も継続しており、Ａ２の耕作面積は

本件賃貸借契約で定められた賃借地の面積を大幅に超えるものとなって20 

おり（乙４１９・２１頁参照）、これは小作地をもとの場所に戻した結

果とはかけ離れた状態であることなどに鑑みると、Ｆ２が上記のとおり

求め、Ａ２が同月からＡ土地での耕作を開始したことにより、本件賃貸

借契約がＡ土地をＡ２の賃借地とするものであったと認められるもので

はない。 25 

   ウ 被告の主張について①－転貸の有無 
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（ア）これに対し、被告は、Ａ２の賃借地はＡ土地及びＢ土地であったとこ

ろ、Ａ２はＡ土地をＩに転貸したものであるから、Ａ土地の賃借権を失

うものではないと主張する。 

（イ）しかしながら、上記の転貸借の事実を裏づける客観的な証拠はなく、

また、本件賃貸借契約４条は、賃借権の転貸、譲渡については農地委員5 

会の承認が必要であると定めるところ（甲２０）、この承認があったこ

とを認めるに足りる証拠もない。 

そして、Ａ２は、昭和６２年１２月２６日、反対同盟の法対部で活動

していたＨに対し、「Ｉにより、農道がないため、耕作しづらいので、

交換して耕作してほしいとの申入れがあり、耕作地を交換した」旨を述10 

べている（乙１５、１６）。 

Ｈは、昭和６３年３月１９日、昭和６２年１２月２６日にＡ２から聴

取した内容を記載した「小作地について」と題する書面（乙１５。Ｈメ

モ）を作成しているが、これには、上記交換の事実が記載されているも

のの、転貸借の事実についての記載はない。①Ｈは、昭和５１年頃から、15 

成田空港の建設に反対する、いわゆる三里塚闘争の支援活動に参加する

ようになり、やがて反対同盟の法対部で活動するようになった者であり、

Ｈメモを作成した当時、既に成田空港の第二期工事が着工され、Ｍ４１

番の土地の土地収用法に基づく収用が現実化しつつある状況のもと、Ｆ

２がＡ２に買収の話を持ち出してきたことは、背後に空港公団が動いて20 

おり、反対運動にとって重大な動向だと感じ、反対同盟の事務局長に報

告し、その指示を受けて、Ａ２の小作地の権利関係を明確化する目的で、

Ｈメモを作成したものであり、②二期工事差止訴訟において、昭和６２

年１２月４日と昭和６３年３月１１日にＡ２の本人尋問が予定されてお

り、ＨはＨメモを完成させた数日前の同月１０日にはＡ２と弁護士との25 

打合せに同席し、③Ｈは、昭和６２年１２月２６日にＡ２から聴取した
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内容について文案を作成し、自ら法務局や農業委員会で調査した結果を

踏まえて、これを訂正し、訂正部分をＡ２に確認してもらうなどした上

で、Ｈメモを完成したものである（乙１６、３９３、証人Ｈ。被告準備

書面（５９）９８～１０１頁）。これらの事実によれば、ＨがＡ２から

転貸借の事実を聴取していれば、Ｈメモに記載していたと考えるのが合5 

理的であり、Ｈメモにその旨の記載がない以上、Ａ２は転貸借との認識

を有していなかったものと推認される。 

   また、Ｃ土地は農道に接しておらず、道路（団結街道）への出入りは、

Ａ２が耕作していたＢ土地又はＳが耕作していたＤ土地を通行しなけれ

ばならず、Ｓは既にＤ土地での耕作を止めていたことや、ＩがＡ土地に10 

隣接するＥ１土地、Ｅ２土地及びＦ土地で耕作をしていたこと（認定事

実（１）エ）、当時、Ａ２とＩはともに反対同盟で活動しており良好な

関係にあったことに照らすと、Ａ２とＩは、転貸借という形式をとるこ

となく、Ａ土地とＣ土地の耕作地を交換したとしても、特に不自然では

ない。 15 

      このほか、①Ａ２がそれまで耕作していたＡ土地をＩが、同人がそれ

まで耕作していたＣ土地をＡ２が、それぞれ耕作するようになり、その

期間も約１５年に及んでいたことからすれば、交換したものと解するの

が自然であること、②Ａ２が昭和６３年４月からＡ土地で耕作するよう

になったのは、Ｉが同土地での耕作を止めたことが契機となったもので20 

あり、Ａ２とＩの間で、転貸借を解消する手続が行われた形跡もないこ

とを考慮すると、被告の上記（ア）の主張に係る転貸借の事実は認めら

れず、これを採用することはできない。 

   エ 被告の主張について②－昭和６２年１２月の合意の有無 

（ア）被告は、昭和６２年１２月頃、Ｆ２との間で、Ａ土地を賃借地とする25 

旨の合意が成立したと主張する。 
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   （イ）しかしながら、上記合意が成立した事実を裏づける客観的な証拠はな

い。 

そして、Ｆ２は、Ｍ４１番の土地について、昭和５９年５月１１日に

７筆に分筆したものの、昭和６３年１月２６日にはこれらを合筆し、同

年８月２４日には、別紙５地積測量図のとおり、Ｍ４１番１の土地、４5 

１番８の土地及び４１番９の土地に分筆しており（前提事実（３）ウ）、

このような分筆の変遷は、Ｆ２とＡ２との間で協議が成立しなかったこ

とをうかがわせるものであり、同日の分筆内容は、Ａ２がＡ土地及びＢ

土地につき賃借権を有することと整合しないものである。また、Ｆ２は、

同年４月１２日、空港公団との間で、Ａ２の賃借権の場所をＢ土地及び10 

Ｅ１土地とする、Ｍ４１番の土地の売買契約を締結している（認定事実

（３）エ）。 

また、前記イのとおり、従前、Ｍ４１番の土地はＡ２、Ｉ及びＮの３

名が耕作し、地主との間で各賃借地の場所、範囲が定められることはな

く、各耕作地は上記３名の協議により変更されることもあったところ、15 

Ｉ及びＮは遅くとも昭和６１年３月頃までには耕作を止めていた上、Ｉ

は空港公団との交渉が発覚したため、反対同盟の委員長代行等の地位を

解任されており、その後に反対同盟の本部役員に就任したＡ２との関係

も従前のような関係ではなく、Ａ２とＩとの間でＡ土地に係る何らかの

合意が成立した事実も認められない（Ｉは、所有していたＭ４２番の２20 

の土地の一部を反対同盟の現地闘争本部の敷地に提供するため、同土地

を分筆しているが（乙３３３、３３４）、Ａ２がＡ土地の賃借人である

ことを明確にする措置は講じていない。）。 

    （ウ）当時、Ｆ２は、ホテル経営が上手くいかず、債務の返済に窮しており、

Ｍ４１番の土地を空港公団に売り渡して、その代金を債務の返済に充て25 

ることを考えていたものであり（認定事実（２）イ、ウ、オ）、この点
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については、同土地の取得を目指す空港公団と利害関係が一致していた。

そして、Ｆ２は、速やかに空港公団からＭ４１番の土地の売買代金を得

るためには、同土地に設定されているＡ２の賃借権を消滅させるか、本

件賃貸借契約で定められた約４６６１㎡のＡ２の賃借地の場所、範囲を

確定する必要があった（同（２）カ）。しかし、Ｆ２にとっては、Ａ２5 

の賃借地が上記の面積に収まるのであれば、これをＡ土地、Ｅ１土地、

Ｅ２土地、Ｆ土地のいずれとしても、特に支障はなかったと考えられ、

Ｆ２は、昭和６２年１２月２６日、Ａ２から小作地はＢ土地及びＥ１土

地である旨の説明を受け（同（２）オ）、昭和６３年４月１２日の空港

公団との売買契約は、Ａ２がＢ土地及びＥ１土地の賃借権を有すること10 

を内容とするものであり（同（３）エ）、同年８月２４日の分筆内容（別

紙５）などに照らすと、Ｆ２は、Ａ２の賃借地をＭ４１番８の土地及び

４１番９の土地と認識していたことが推測される。 

また、Ｈメモ及びＨの陳述書（乙１６）によれば、Ａ２の小作地の境

界に６本の木杭が打たれ、そのうちの１本は、Ｅ１土地とＭ４２番２の15 

土地との境界線と道路（団結街道）が接する地点であり、２本はＥ１土

地とＡ土地の境界線上の地点にあることが認められる。仮に、Ａ２の賃

借地がＡ土地であると認識していれば、Ｅ１土地とＭ４２番２の土地と

の境界線と道路が接する地点に木杭を打つのは不自然であり、木杭は空

港公団が打ったものであるとしても、Ｆ２がその位置について異議を述20 

べた形跡はうかがえず、Ｈとともに木杭の位置を確認したＡ２について

も、同様であった（証人Ｈ２７～３０頁、乙１６）。上記の事情は、Ｆ

２がＡ２の賃借地はＭ４１番８の土地及びＭ４１番９の土地であるとの

認識を有していたことを裏づけるものといえる。 

   （エ）他方、Ａ２は、Ｆ２がＭ４４番２の土地を空港公団に売り渡していた25 

ことや、同人が経営していたホテルの状況、同人から資金繰りが苦しく
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Ａ２の小作地を７：３で分けることを提案されたことから（認定事実（２）

イ、オ）、Ｆ２がＭ４１番の土地も空港公団に売り渡すことを想定する

ことができたところ、Ａ２は、成田空港の建設や第二期工事に断固反対

していたのであるから、空港公団とはもとより、Ｆ２とも利害が相反、

対立する関係にあり、空港公団による用地取得が進む中、Ｍ４１番の土5 

地の売り渡しにつながりかねない賃借地の場所、範囲の特定に安易に協

力することができない立場にあった。 

そして、賃借権に基づき耕作が行われている状況は土地の売買若しく

は強制収用を妨げる要因となることから、Ｍ４１番の土地の空港公団へ

の売り渡しを阻止するためには、同土地での耕作を広く行うことが有効10 

な対抗策であった。現に、Ａ２は、Ｆ２の小作地を７：３で分ける提案

を了承することなく、Ａ土地での耕作を開始した昭和６３年４月以降も、

Ｃ土地での耕作を継続して、Ａ２の耕作面積は本件賃貸借契約で定めら

れたＡ２の賃借地の面積（約４６６１㎡）を大幅に超えるものになって

いた。 15 

また、第二期工事が進行している中、昭和６０年７月に提起された二

期工事差止訴訟においては、昭和６２年１２月４日及び昭和６３年３月

１１日にＡ２の本人尋問が予定されており（乙２８１、２８２）、空港

公団とＡ２及び反対同盟との緊張関係も高まっていた。 

   （オ）前記イのとおり、本件賃貸借契約は、賃借地について、面積を定める20 

のみで、賃借地の場所、範囲を具体的に定めるものではなく、Ｉ及びＮ

が耕作を中止して権利を消滅させることとなり、Ａ２を含めた３名がＭ

４１番の土地を耕作するという、本件賃貸借契約の前提となっていた関

係は消滅し、Ａ２のみがＭ４１番の土地の一部を耕作地とし、残部につ

いては耕作人がいないという状態になった以上、Ａ２は、地主であるＦ25 

２に対し、賃借地の場所、範囲を具体的に主張するのであれば、同人と
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の間でこれを特定する必要があった。 

しかし、上記（イ）ないし（エ）によれば、①昭和６２年１２月頃、

Ａ２とＦ２がＭ４１番の土地におけるＡ２の賃借地の場所、範囲につい

て合意できるような状況にあったとはおよそ認め難く、②Ｆ２の認識内

容や、③仮に、Ａ土地をＡ２の賃借地とする旨の合意が成立したのであ5 

れば、Ａ２はＨら反対同盟の支援者と相談するなどして、これを証する

書面等の客観的証拠を作成しておくことが考えられたところ、そのよう

な客観的な証拠も存在しないことに鑑みると、同月頃、Ａ２とＦ２との

間で、Ａ土地をＡ２の賃借地とする旨の合意が成立した事実は認めるに

足りないといわざるを得ない。 10 

      したがって、被告の上記（ア）の主張は採用することができない。 

   オ 本件賃貸借契約は、Ａ２の賃借地の場所、範囲を具体的に定めるもので

はなく、Ａ２とＦ２との間で、被告が主張する昭和６２年１２月頃に、Ａ

土地を賃借地とする旨の合意が成立した事実は認めるに足りず、また、被

告の本件訴訟におけるその余の主張を踏まえても、それ以前はもとより、15 

それ以降の時期において、上記合意が成立した事実を認めるに足りる的確

な証拠もない以上、被告のＡ土地の賃借権は認められない。 

 （２）Ｃ土地について 

   ア 被告は、Ａ２は、昭和６２年１２月、Ｆ２に対し、Ａ土地のみならずＣ

土地についても耕作を続けることを申し出て、Ｆ２はこれを承諾したと主20 

張する。 

しかしながら、①前記（１）エのとおり、当時、Ａ２とＦ２が賃借地の

場所、範囲について合意できるような状況にあったとはおよそ認められな

い上、②Ａ土地も耕作するとなると、耕作面積が増えるにもかかわらず、

賃料の増額はなく、Ｆ２がこれを承諾する合理的な理由はないこと、③Ｈ25 

メモの作成目的等からして、Ｆ２がＣ土地での耕作を承諾したのであれば、
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その旨が記載されていたと考えられるところ、Ｈメモに当該承諾の事実は

記載されていないこと、④成田空港建設反対闘争の過程においては、移転

した農家の耕作地が地続きの隣地である場合、隣地が荒れることを防ぐた

め、残存する農家が隣地を耕作することが慣例的に行われており（被告準

備書面（５９）３１５頁。証人Ｊ５、１２頁）、被告も、陳述書（乙４１5 

９）において、Ａ２がＣ土地やＤ土地まで耕作場所を広げたのは、隣地の

耕作放棄により、自らの畑に根が侵食してくることを防ぐため、耕作場所

を広げざるを得なかった事情があった旨を述べていること（９頁）などに

照らすと、上記承諾の事実は認められず、被告の当該主張は採用すること

ができない。 10 

   イ なお、前記（１）イのとおり、本件賃貸借契約は、賃借地の面積のみを

定めるものであり、Ａ２はＦ２に対し本件賃貸借契約に基づきＭ４１番の

土地のうち約４６６１㎡の賃借権を主張することができるにとどまるか

ら、Ａ２がＩと耕作地を交換してＣ土地での耕作を開始していたとしても、

Ｃ土地の賃借権を主張できる法的地位になく、これが可能になるのはＡ２15 

とＦ２との間で新たにＣ土地に係る合意が成立したことが必要となると

ころ、被告が主張する昭和６２年１２月にこれが成立したとは認められな

いことは上記アのとおりであり、また、Ｆ２は、被告の訴訟代理人弁護士

に対し、耕作地の変更が同人の断りなしに行われたと述べており（乙７６

の１・２５頁。なお、Ｆ２は「２人が換えちゃってごちゃごちゃになった」20 

とも述べている（同６～７頁）。）、Ａ２が昭和４７年にＣ土地での耕作

を開始するに際し、Ｆ２との間でＣ土地の賃借権についての合意が成立し

た事実を認めるに足りる的確な証拠もない。 

   ウ したがって、被告のＣ土地の賃借権は認められない。 

 （３）Ｄ土地について 25 

    被告は、昭和４７年にＡ２がＣ土地での耕作を開始するに当たり、Ｆ２に
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対し、Ｄ土地についての賃借を申し出て、承諾を得たと主張する。 

    しかしながら、Ｄ土地はＭ４０番の土地の一部と認められるところ、空港

公団は昭和４４年に同土地の所有権を取得して引渡しを受けていたものであ

るから（前提事実（３）イ）、Ｆ２が承諾することは考え難く、仮にＡ２が

Ｆ２の承諾を得ていたとしても、Ａ２は空港公団に対抗できる占有権原を有5 

するものではない。 

    したがって、被告の当該主張を踏まえるも、被告のＤ土地の賃借権は認め

られない。 

 （４）原告の主張について 

   ア なお、原告は、本件同意書等を根拠に、Ａ２の賃借地はＢ土地とＥ１土10 

地であり、仮にそうでないとしても、これらの文書の作成時に、Ａ２とＦ

２との間で、Ｂ土地及びＥ１土地を賃借地とする旨の合意が成立したと主

張するところ、これまでの審理の経過等に鑑み、当該主張についても言及

しておく。 

   イ 本件同意書には「賃借地については、土地所有者の指定する場所に戻す15 

ことに異議はありません。」と、本件確認書には「私が賃借している土地

の範囲については、境界標のとおり異議がないことを確約致します。」と

それぞれ記載され、Ａ２名義の署名押印があり、Ａ２の耕作地をＢ土地及

びＥ１土地に相当する部分とする地積測量図が添付されている。 

本件同意書等の上記の文言、特に本件同意書は「元の場所に戻す」では20 

なく「土地所有者の指定する場所に戻す」としている上、本件賃貸借契約

は賃借地の面積を定めるのみで、賃借地の場所、範囲について具体的に定

めるものではなかったことなどに照らすと、本件同意書等は、従前にＡ２

が賃借権を有していた範囲を確認するものではなく、賃借地の位置、範囲

について、新たに合意することを内容とするものと解するのが相当である。 25 

   ウ しかしながら、本件同意書等は、その記載内容もさることながら、本件
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同意書の作成日付欄は空欄であり（なお、原告は添付された２枚目の地積

測量図との間に割り印があるとするが、地積測量図における印影の写り具

合に照らすと、これが割り印であるか、必ずしも明確ではない。）、Ｆ２

の名前が「Ｆ２」ではなく「Ｆ３」となっており、文面は空港公団の職員

が作成したものであることや（乙７６の１・１１頁）、Ｆ２は、平成２３5 

年１月１５日、被告訴訟代理人弁護士らに対し、本件同意書等はＦ２とＡ

２が作成した旨を述べているとしても（乙７６の１・２～４、４７～４８

頁）、具体的な作成状況については説明していないことなどに照らすと、

本件同意書等は、類型的に信用性の高い文書であるとまでは認め難い。し

たがって、本件同意書等に基づき、その記載内容（Ｅ１土地をＡ２の賃借10 

地とする）の合意が成立したと認めることができるかについては、本件同

意書等の作成経緯等を踏まえて判断するのが相当である。 

   エ 本件同意書等が作成されたのは、これらに添付された地積測量図は昭和

６３年３月１日に作製されたものであるから、本件確認書に記載された日

付である同年４月１１日頃と推認されるが、前記（１）エのとおり、当時、15 

Ｍ４１番の土地を空港公団に売り渡したいＦ２と、成田空港や第二期工事

に反対する立場から、これを阻止したいＡ２は、利害が相反、対立する関

係にあり、しかも、空港公団は自主耕作地をフェンスで囲む工事を開始し、

これを阻止しようとした反対同盟の関係者が逮捕されるなど、空港公団と

反対同盟の緊張関係も高まっており、Ａ２とＦ２との間で、Ｍ４１番の土20 

地におけるＡ２の賃借地について何らかの合意が成立する状況にはなか

った。また、Ａ２は、本件同意書等が作成されたと推認される同月から、

Ａ土地での耕作を開始しているが、これは本件同意書等に記載された内容

（添付された地積測量図を含む。）と矛盾する行動である。 

   オ そして、被告は、本件同意書等の作成経緯を明らかにするために、原告25 

に対し、これらの文書の作成経緯、保管経緯等について記載した交渉記録
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等の報告書等の提出を求める文書提出命令の申立てをし、これを認容する

決定が確定したにもかかわらず、原告は提出を命じられた文書を提出しな

い。本来であれば、原告は、本件同意書等に基づく主張をし、被告がその

成立の真正や信用性を争っている以上、自らこれらの文書の作成経緯等を

明らかにすべきものである。 5 

また、原告の前身である空港公団は、Ｆ２から本件同意書等を取得し、

これをもとにＡ２の賃借地の範囲を特定しているところ、Ａ２が成田空港

の建設等に反対していたのであるから、いずれその信用性が問題となり得

ることを容易に認識することができたことに照らすと、空港公団は本件同

意書等の作成経緯等について関心があってしかるべきであり、調査、確認10 

等を行っていたものと考えるのが自然であり、合理的である。空港公団は、

本件同意書等が作成されたと推認される時点において、既に、昭和６２年

４月２４日付けで、千葉県収用委員会に対し、「裁決申請書及び明渡裁決

申立書の記載事項の変更について（報告）」と題する書面（甲４７）を提

出し、Ｍ４１番４及び５の土地の賃借人としてＡ２を追加しており（認定15 

事実（２）ウ）、これが本件同意書等の記載内容と整合しないものであっ

たのであるから、なおさらである。 

なお、上記の文書提出命令の申立てについて、当裁判所は、平成２５年

１２月９日決定において、本件同意書等の作成経緯は、いずれもＡ２の賃

借権の範囲を特定するまでの経緯において重要な事項であるから、これら20 

について、Ｆ２から作成状況等に関する聴取をし、それをもとに検討した

内容が記載された交渉記録等が作成されたと認めるのが相当であり、証拠

調べの必要性が認められる旨を判示し（平成２５年（モ）第１２８号）、

また、抗告審も、平成２６年７月１６日決定において、Ｍ４１番の土地の

買収に当たって、Ａ２の賃借権の範囲等の確定作業は、空港公団にとって25 

重要な関心事項、重要な課題であり、当時から、占有の範囲について主張
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や資料が整合しない部分があり、Ａ２が空港反対派の農家であるとの認識

をもっていたのであるから、なおさら慎重に情報や資料を収集し、その検

討が重要であったことが明らかで、担当者が交渉内容等の情報を共有し決

裁を仰ぐため、報告書等を作成していなかったことは考え難い旨を判示し

ている（東京高等裁判所平成２６年（ラ）第１９８号）。なお、原告は、5 

当該文書の所持を否定するが、作成したものの廃棄したとの理由で所持を

否定するものではない（廃棄したとすれば、廃棄の具体的な経緯について

の説明もない。）。 

   カ このほか、①Ｅ１土地は南側においてＩの所有地（Ｍ４２番２の土地）

と接しており、仮にＥ１土地がＡ２の耕作地であったとすれば、Ａ土地は10 

Ｉの耕作地、Ｂ土地はＡ２の耕作地という、耕作の効率性に反する並びに

なること、②空港公団は、昭和６３年４月１２日、Ｆ２との間で、本件同

意書等を前提とする売買契約を締結し、同年７月１９日には佐倉簡易裁判

所で和解を成立させており（認定事実（３）カ）、速やかにＭ４１番の土

地の所有権移転登記手続を行うことが可能であったにもかかわらず、同手15 

続を行ったのは平成１５年１２月２４日であり（前提事実（３）ウ）、空

港公団と売買契約を締結したＩが激しい糾弾を受けており（甲５７～６

２）、仮に同様の事態が生じないようにＦ２に配慮した面があったとして

も、それほどの長期間、放置し、地代はＦ２に収受させることには、不自

然さが否めないこと、③別件訴訟において、被告は、Ｅ１土地に相当する20 

と考えられるＭ４１番９の土地についての占有を否認しており、原告は、

占有を回復したとして、同土地に係る明渡請求を放棄していること（前提

事実（６）ウ）、④本件同意書等に添付された地積測量図も、Ｆ２及びＡ

２が現場立会した上で作成されたものであるか否かも明らかでないこと

（乙７６の１・６～７頁）を併せ総合考慮すると、被告が、当初、Ａ２が25 

本件同意書及び本件確認書の１枚目に署名した旨を主張していたこと（被



62 

 

告準備書面（１９）５～６頁）をしんしゃくするも、本件同意書等に基づ

き、Ａ２とＦ２との間で、Ｅ１土地をＡ２の賃借地とする旨の合意が成立

したと認めることはできない。 

 ３ 賃借権の時効取得について 

 （１）被告は、Ａ土地、Ｃ土地及びＤ土地についての賃借権の時効取得を主張す5 

るところ、土地賃借権は、他人の土地の継続的な用益という外形的事実が存

在し、かつ、それが賃借の意思に基づくものであることが客観的に表現され

ているとき、民法１６３条の規定により、時効により取得できるものと解す

るべきである（最高裁平成１４年（受）第１４５９号同１６年７月１３日第

三小法廷判決・裁判集民事２１４号９５３頁参照）。 10 

 （２）Ａ土地について 

   ア 被告は、Ａ２は昭和６３年４月からＡ土地を占有しているので、１０年

が経過した平成１０年４月にＡ土地の賃借権を、民法１６２条２項により、

時効取得したと主張する。 

   イ しかしながら、Ａ２は、それまでＣ土地を耕作地としていたところ、Ｉ15 

がＡ土地での耕作を止めたことから、昭和６３年４月よりＡ土地での耕作

を開始したものであり、前記２（１）のとおり、Ａ土地での耕作を開始す

るにあたって、地主であるＦ２の承諾を得た事実は認められず、本件賃貸

借契約で定められた面積以上の範囲で耕作をしていることなどに照らす

と、Ａ２が賃借人としてＡ土地の占有を開始することについて、無過失で20 

あったとは認められない。したがって、民法１６２条２項は適用されず、

被告の上記アの主張は採用することができない。 

ウ なお、原告は平成１８年（２００６年）１０月２０日に本件訴訟を提起

しているから、昭和６３年（１９８８年）４月を起算点とするも、同条１

項の取得時効も完成していない。 25 

 （３）Ｃ土地について 
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   ア 被告は、Ａ２は昭和４６年１２月からＣ土地において耕作を開始して占

有を開始したから、１０年が経過した昭和５７年１月に（民法１６２条２

項）、もしくは２０年が経過した平成４年１月に（同条１項）、Ｃ土地の

賃借権を時効により取得したと主張する。 

イ しかしながら、Ａ２は、昭和５０年頃から、地主であるＦ２に地代を支5 

払っておらず、昭和６０年７月に二期工事差止訴訟が提起された後、未払

いの事実が判明し、「これは非常にまずい」と考えた反対同盟の法対部の

Ｈから支払を促されたことから、同年８月１日、Ｆ２に対し、昭和５８年

から昭和６０年までの３年分の地代を支払い、以後、地代を支払うように

なったものである（認定事実（２）エ）。上記の事実によれば、少なくと10 

も昭和５０年頃から昭和６０年７月までの約１０年間、Ａ２のＣ土地の耕

作が賃借の意思に基づくものであることが客観的に表現されていたとは認

められないから、被告の上記アの主張は採用することができない。 

ウ なお、Ａ２が地代を支払うようになった昭和６０年（１９８５年）８月

以降の占有について検討するに、当時の地代は本件賃貸借契約で定められ15 

た賃借地の面積（約４６６１㎡）についての地代であったが、Ａ２は、昭

和６３年４月からＡ土地を耕作するようになり、結果として、Ａ２の耕作

面積は本件賃貸借契約で定められた賃借地の面積を大幅に超えるものにな

ったにもかかわらず、支払われた地代の額は従前の額のままであったこと

に照らすと、Ａ２が昭和６３年４月以降に支払っていた地代はＣ土地の地20 

代としての授受であったか否かは明確でないから、Ｃ土地の占有が賃借の

意思に基づくものであることが客観的に表現されていたとは認められず、

昭和６０年８月を起算点とする取得時効の成立も認められない。 

 （４）Ｄ土地について 

    被告は、Ａ２は、Ｃ土地で耕作するようになった昭和４６年１２月以降、25 

Ｄ土地での耕作を開始したから、２０年が経過した平成４年１月に、Ｄ土地
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の賃借権を時効取得したと主張する。 

しかしながら、Ｄ土地に相当すると考えられるＭ４０番の土地は、昭和４

４年３月１４日に空港公団がＳから所有権を取得しており（前提事実（３）

イ）、Ａ２がＤ土地での耕作を開始したとする昭和４６年１２月当時、Ｄ土

地の所有者はＦ２ではなく、空港公団であった。そして、Ａ２が空港公団に5 

対しＤ土地の地代を支払った事実はなく、Ａ２がＦ２に地代を支払っていた

としても、これは、本件賃貸借契約に基づく地代であって、同契約で賃借地

となっていないＤ土地の地代を含むものであったとは認められない。なお、

Ａ２は、昭和５０年から約１０年間、地代を支払っていなかったものである

（認定事実（２）エ）。したがって、所有者である空港公団との関係におい10 

て、Ａ２のＤ土地の耕作が賃借の意思に基づくものであることが客観的に表

現されていたとは認められないから、被告の上記主張は採用することができ

ない。 

 ４ 争点４（占有権原の抗弁）についての結論等 

 （１）本件において、被告が甲土地及び乙土地について賃借権を有することは、15 

被告が主張、立証責任を負担するところ、被告は、本件関係土地図のＡ土地、

Ｃ土地及びＤ土地について賃借権を有することから、これらの土地に相当す

る甲土地及び乙土地について賃借権を有すると主張、立証するものである。

しかしながら、前記２および３のとおり、被告がＡ土地、Ｃ土地及びＤ土地

について賃借権を有するとは認められないから、被告の占有権原の抗弁は採20 

用することができない。 

 （２）被告は、祖父であるＡ１の代から長年にわたり、Ｍ４１番の土地で農業を

営んでおり、また、取り組んできた有機農業は社会的意義や有用性が評価さ

れているところ、これは土壌改良を含めた長期にわたる積み重ねの結果であ

るから、代替地を確保できたからといって、代替地において直ちに再開でき25 

るものではない。しかしながら、被告のＭ４１番１の土地での耕作が保護さ
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れるのは、被告が同土地の占有権原を有することが前提であり、これが認め

られないことは、前記２のとおりである。そして、法的権利が認められない

場合において、事実状態を保護する制度として時効制度があり、本件は賃借

権の取得時効の問題として解決するのが相当ともいえる事案であるが、取得

時効の成立が認められないことは、前記３のとおりである。 5 

（３）なお、上記（１）、（２）及び前記第３の２で述べたところによれば、成

田空港は、昭和５３年の開港から現在まで、既に空港としての機能を有し続

けており、成田空港の建設をめぐる歴史的経緯や、空港と地域農業との共存

の観点から、話し合いによる解決が望ましいことをしんしゃくするも、その

糸口すら見出せない現状においては、原告の本件請求が権利の濫用となるも10 

のではない。 

第７ 被告の令和５年７月７日付け文書提出命令の申立てについて 

１ 被告は、令和５年７月７日付け文書提出命令申立書を提出して、原告が所持

する、Ｍ４１番の土地を成田空港用地として買収するために行った「権利関係

の調整」、「買収の交渉、その報告」、「用地買収の内部検討」のための記録15 

の全てについての文書提出命令を求めている（本件申立て）。 

２ しかしながら、本件訴訟は平成１８年１０月２０日に提起されたものである

ところ、被告は、既に、平成２３年１０月２４日付け、平成２４年７月２３日

付け、平成２９年９月２５日付け、平成３０年１１月１９日付け、平成３１年

２月１８日付けで、それぞれ文書提出命令の申立てをしていることに照らすと、20 

本件申立ては、時機に後れた攻撃防御方法として、民事訴訟法１５７条１項に

より、却下するのが相当である。 

３ また、上記申立書に記載された証すべき事実を見ると、本件申立ては、本件

同意書等に基づく原告の主張を弾劾するためのものと解されるところ、当該主

張に対する判断は前記第６の２（４）において判示したとおりであるから、本25 

件申立てに係る対象文書を取り調べる必要性も認められない。 
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４ したがって、本件申立ては却下するのが相当である。 

第８ 結論 

   以上によれば、本件訴えは適法であり、原告の請求はいずれも理由がある。

なお、被告らが長年にわたりＭ４１番１の土地等において農業を営んできたこ

となどを考慮して、仮執行宣言は付さないこととする。 5 

   よって、主文のとおり判決する。 

（裁判長裁判官 齊藤顕 裁判官 宇野遥子 裁判官 松田祐紀） 


